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─────────────────────────────────────────── 

令和５年 第４回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                             令和５年12月８日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         令和５年12月８日 午前９時04分開議 

 日程第１ 発議第５号 ハマス及びイスラエル双方に対し恒久的な停戦に向けた働き掛けを求

める意見書（案） 

 日程第２ 発議第６号 軽油引取税の課税免除措置の継続・恒久化を求める意見書（案） 

 日程第３ 議案第64号 吉賀町公園施設の指定管理者の指定について 

 日程第４ 議案第65号 吉賀町森林活用環境施設の指定管理者の指定について 

 日程第５ 議案第66号 吉賀町交流施設の指定管理者の指定について 

 日程第６ 議案第67号 吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・らの指定管理者

の指定について 

 日程第７ 議案第68号 吉賀町老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第８ 議案第69号 吉賀町福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第70号 吉賀町特別養護老人ホームの指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第71号 吉賀町授産活動作業場の指定管理者の指定について 

 日程第11 議案第72号 吉賀町デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第73号 吉賀町地域食材供給施設の指定管理者の指定について 

 日程第13 議案第74号 吉賀町産直市場集出荷施設の指定管理者の指定について 

 日程第14 議案第75号 吉賀町農産物加工施設の指定管理者の指定について 

 日程第15 議案第76号 吉賀町グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について 

 日程第16 議案第77号 大野原運動交流広場の指定管理者の指定について 

 日程第17 議案第78号 吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定

について 

 日程第18 議案第79号 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について 

 日程第19 議案第80号 吉賀町地方創生アドバイザー設置条例の制定について 

 日程第20 議案第81号 吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例の制定について 

 日程第21 議案第82号 吉賀町医師確保奨学金貸与条例の制定について 

 日程第22 議案第83号 吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例の制定について 

 日程第23 議案第84号 吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例の制定について 



- 28 - 

 日程第24 議案第85号 吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第25 議案第86号 吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第87号 吉賀町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第88号 吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例について 

 日程第28 議案第89号 吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第29 議案第90号 吉賀町町営駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第30 議案第91号 吉賀町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例について 

 日程第31 議案第92号 令和５年度吉賀町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第32 議案第93号 令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第33 議案第94号 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第34 議案第95号 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第35 議案第96号 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第36 議案第97号 令和５年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第37 議案第98号 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第６号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 発議第５号 ハマス及びイスラエル双方に対し恒久的な停戦に向けた働き掛けを求

める意見書（案） 

 日程第２ 発議第６号 軽油引取税の課税免除措置の継続・恒久化を求める意見書（案） 

 日程第３ 議案第64号 吉賀町公園施設の指定管理者の指定について 

 日程第４ 議案第65号 吉賀町森林活用環境施設の指定管理者の指定について 

 日程第５ 議案第66号 吉賀町交流施設の指定管理者の指定について 

 日程第６ 議案第67号 吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・らの指定管理者

の指定について 

 日程第７ 議案第68号 吉賀町老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第８ 議案第69号 吉賀町福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第70号 吉賀町特別養護老人ホームの指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第71号 吉賀町授産活動作業場の指定管理者の指定について 

 日程第11 議案第72号 吉賀町デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第73号 吉賀町地域食材供給施設の指定管理者の指定について 
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 日程第13 議案第74号 吉賀町産直市場集出荷施設の指定管理者の指定について 

 日程第14 議案第75号 吉賀町農産物加工施設の指定管理者の指定について 

 日程第15 議案第76号 吉賀町グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について 

 日程第16 議案第77号 大野原運動交流広場の指定管理者の指定について 

 日程第17 議案第78号 吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定

について 

 日程第18 議案第79号 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について 

 日程第19 議案第80号 吉賀町地方創生アドバイザー設置条例の制定について 

 日程第20 議案第81号 吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例の制定について 

 日程第21 議案第82号 吉賀町医師確保奨学金貸与条例の制定について 

 日程第22 議案第83号 吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例の制定について 

 日程第23 議案第84号 吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例の制定について 

 日程第24 議案第85号 吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第25 議案第86号 吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第87号 吉賀町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第88号 吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例について 

 日程第28 議案第89号 吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程第29 議案第90号 吉賀町町営駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第30 議案第91号 吉賀町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例について 

 日程第31 議案第92号 令和５年度吉賀町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第32 議案第93号 令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第33 議案第94号 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第34 議案第95号 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第35 議案第96号 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第36 議案第97号 令和５年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第37 議案第98号 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第６号） 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 桜下 善博君        ２番 村上 定陽君 

３番 三浦 浩明君        ４番 桑原 三平君 
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５番 河村由美子君        ６番 松蔭  茂君 

７番 河村 隆行君        ８番 大庭 澄人君 

９番 藤升 正夫君        10番 中田  元君 

11番 庭田 英明君        12番 安永 友行君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 増本 健治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育長 …………………… 中田  敦君   教育次長 ………………… 大庭 克彦君 

総務課長 ………………… 野村 幸二君   企画課長 ………………… 深川 竜也君 

税務住民課長 …………… 山根 徳政君   保健福祉課長 …………… 中林知代枝君 

医療対策課長 …………… 渡邊 栄治君   産業課長 ………………… 堀田 雅和君 

建設水道課長 …………… 早川 貢一君                       

────────────────────────────── 

午前９時04分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２名です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、ただいまお手元に配付したとおりです。 

 日程に入る前、おつなぎをしておきます。報道機関より写真撮影の申し出がありましたので、

これを許可しております。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．発議第５号 

○議長（安永 友行君）  それでは、日程第１、発議第５号ハマス及びイスラエル双方に対し恒久

的な停戦に向けた働き掛けを求める意見書（案）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  おはようございます。それでは、発議の提案をさせていただきた
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いと思いますが、タブレットでは、議会運営委員会のところを開いていただきますと、ハマス及

びイスラエル双方に対し恒久的な停戦に向けた働き掛けを求める意見書（案）というのがありま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 提案に先立ちまして、１点修正がございますので、議長にお諮りをお願いしたいということで、

申し述べておきたいと思います。 

 訂正の箇所ですけれども、本文の２行目の後半に、紛争は１か月以上が経過しというふうにし

ておりますが、１０月７日から既にあるものですから、これを２か月以上と、１か月を２か月に

変更のお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（安永 友行君）  ただいま、発議者の藤升議員のほうから訂正の申出がありましたが、内

容については、本文の２行目の最後のほうですが、１か月を２か月に訂正するということです。

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認めて、訂正を認めます。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  ありがとうございます。それでは、発議第５号を読み上げて提案

をさせていただきます。 

 吉賀町議会議長安永友行様。提出者、吉賀町議会議員藤升正夫。 

 ハマス及びイスラエル双方に対し恒久的な停戦に向けた働き掛けを求める意見書（案）。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

 理由といたしまして、日本は今年Ｇ７議長国であり、アメリカ、イギリスなど欧米５か国が発

表したイスラエルを支持する共同声明には加わっていません。多数の子どもと女性が犠牲になっ

ている事態を止めるための提案でありますので、よろしくお願いします。 

 本文に入らせていただきますが、ハマス及びイスラエル双方に対し恒久的な停戦に向けた働き

掛けを求める意見書（案）。 

 ハマス等パレスチナ武装勢力（以下「ハマス等」という）が、本年１０月７日に行った攻撃で

激化したハマス等及びイスラエル間の紛争は、２か月以上が経過し、一時的な戦闘中止がなされ

ているものの、いまだ恒久的な停戦に向けた行動はなされていません。 

 １１月１０日の時点において、イスラエル側の死者数が１,２００人以上（国連人道問題調整

事務所発表）ガザ地区での死者数が１万１,０７８人（ガザ地区地元当局発表）とされています。

また、ガザ保健省のデータによると、１１月３日時点のガザ地区での死者数のうち、６７％が子

どもや女性とされているほか、少なくとも１９２人が医療従事者とされています。 

 ハマス等側に捕らえられたとされる、約３０人の子どもを含む２４０人の人質について、その

一部が複数回に分けて開放されているものの、いまだ全員の開放には至っていません。 
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 紛争当事者には、常に国際人道法及び国際人権法の規則を遵守することが求められます。特に

子ども及び医療従事者については、その保護のための特別の規定が用意されており、このように

大勢の子ども及び医療従事者を含む人命等の犠牲を正当化できるものは何もありません。ハマス

等及びイスラエル双方が行っていることは、国際人道法及び国際人権法に違反するものです。 

 政府におかれましては、国際社会と連携して、双方に対して恒久的な停戦と人質の解放並びに

国際人道法及び国際人権法を遵守するよう働きかけることを強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 提出先といたしましては、内閣総理大臣と外務大臣としております。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより提出者に対し質疑を許します。質疑はありませんか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  意見書（案）に反対するものではありませんが、この内容の中

に、ハマス等ということが書いてありますが、ハマス等の等は、何を想定されておるのか分かり

ますか。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  ハマス等というふうに表現させていただいたのは、ハマスばかり

ではなく、ほかにも名前が挙がっている、ちょっと今すぐに名前が出てきませんけども、ほかの

組織も加わっている。ハマスだけではないということで、ハマス等という表現とさせていただい

ております。 

 また、総務常任委員会のほうに付託ということで予定をされておりますので、その中で、今の

等の詳細の部分についても調査して、最終日にまた報告をさせていただきたいというふうに考え

ております。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。 

 ここでお諮りをします。本件については、所管の総務常任委員会に付託し、会期中の審査とす

ることにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、本件については、所管の総務常任委員会に付託し、会

期中の審査とすることに決定をしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．発議第６号 

○議長（安永 友行君）  日程第２、発議第６号軽油引取税の課税免除措置の継続・恒久化を求め
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る意見書（案）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  それでは続いて、発議第６号について提案をさせていただきたい

と思います。 

 吉賀町議会議長安永友行様。提出者、吉賀町議会議員藤升正夫。 

 軽油引取税の課税免除措置の継続・恒久化を求める意見書（案）。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

 理由は、免税軽油の制度は、大型の農業機械などを使う生産者にとって経営を支えるためにも

必要不可欠であることから、制度の延長と恒久化を求めるためであります。 

 意見書（案）を読み上げます。 

 本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎え、国内市場が縮小に向かっていく中、燃料・資機材

価格等をはじめとしたあらゆる物価が高騰しています。地域経済を担っている生産者・事業者は、

農林水産物等の生産と安定供給、必要な社会基盤の維持を通じて、国民の安全安心に寄与すべく

努力を続けていますが、昨今の物価高騰による上昇分を販売価格に転嫁とはならず、地域産業を

取り巻く経営環境は、一層厳しさが増しています。 

 道路を利用しない機械等の燃料として使用する、軽油に係る軽油引取税の課税免除措置（免税

軽油制度）は、平成２１年度の地方税法の改正において、軽油引取税が道路特定財源としての目

的税から普通税に変更されたことに伴い、平成２４年３月末をもって廃止されることとなってい

ましたが、各界の強い要請により、特例措置（３年ごとの適用期限延長）として、令和６年３月

末まで免税措置が講じられています。 

 免税軽油制度は、農林水産業における作業用機械等への活用を始め、砕石、木材加工、とび・

土工工事等、県内における幅広い産業の経営安定に貢献するものです。軽油引取税の課税免除特

例措置は、地域経済を支える産業にとって安全かつ安定的に事業を行うために、必要不可欠な制

度となっています。 

 国会並びに政府におかれましては、広範な産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置

を令和６年度以降も継続するとともに、その恒久化についても、検討されることを強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、

国土交通大臣、経済産業大臣としております。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 提出者に対し質疑を許します。質疑はありませんか。４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  この免税軽油ですが、現在の免税軽油の税率についてお伺いしま
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す。現在どのような税率になっていますか。軽油が幾らで、税率が何ぼで、もし具体的に分かり

ましたら、知らせてください。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  免税の分ですが、課税が３２.１円と記憶しておりますが、その

分についての免税がされるということで、県のほうは軽油課税課のほうで取扱いをしております。 

 手続き等について、少し面倒、たくさんの書類を出さなければならないということもあります

が、そのことによって、生産費に係る費用を抑えているという実情があります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですが、ここでお諮りをします。本件については、所管

の経済常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、本件については、所管の経済常任委員会に付託し、会

期中の審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６４号 

日程第４．議案第６５号 

日程第５．議案第６６号 

日程第６．議案第６７号 

日程第７．議案第６８号 

○議長（安永 友行君）  それでは、日程第３、議案第６４号吉賀町公園施設の指定管理者の指定

についてから、日程第７、議案第６８号吉賀町老人福祉センターの指定管理者の指定についてま

でを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めておはようございます。本日のところから順次、議案の上程をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、先般、１２月６日、開会初日でございましたが、この日に新たな議会構成が決定をした

ということで聞き及んでおります。引き続き、町政発展に向けて、真摯な御議論賜りますように、

この場をお借りをしてお願い申し上げておきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、準備をさせていただきました議案第６４号から６８号まで、

５つの議案につきまして一括で上程をさせていただきたいと思います。 
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 議案第６４号吉賀町公園施設の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町公園施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市３９８番地２、名称、株式会社サンエ

ム、代表者名、代表取締役齋藤達雄。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までであります。 

 議案第６５号吉賀町森林活用環境施設の指定管理者の指定について。 

 吉賀町森林活用環境施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町森林活用環境施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町有飯４４４─２、名称、吉賀町コウヤマキギ

ャラリーの会、代表者名、槇田祥恵。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第６６号吉賀町交流施設の指定管理者の指定について。 

 吉賀町交流施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町交流施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市３９８番地２、名称、株式会社サンエ

ム、代表者名、代表取締役齋藤達雄。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第６７号吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・らの指定管理者の指定につ

いて。 

 吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・らの指定管理者を指定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温

泉ゆ・ら・ら。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町有飯２３８─２、名称、株式会社郷里、代表

者名、代表取締役、正木利幸。 
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 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第６８号吉賀町老人福祉センターの指定管理者の指定について。 

 吉賀町老人福祉センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町老人福祉センター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町柿木８１番地、名称、株式会社柿の里、代表

者名、代表取締役山脇裕子。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  指定管理者の全体に関わる分ですので、最初のところでお聞きを

いたしたいと思います。全協資料の１４ページがありますが、ここにリスク分担表がありますが、

この下段のところに、「光熱水費の変動に伴う経費の変動については、第一次責任は指定管理者

が有するものとするが、その変動が著しく大きいと認められる場合は、協議することができ

る。」、もう１点、「新型コロナウイルス感染症については不可抗力とする。」というふうにさ

れておりますが、この文については、協定書のほうに明記をされるものか、また、著しく大きい

とはどの程度を指すものなのか、この点についてお聞きいたします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  お答えいたします。 

 第１点目の協定書への明記ということでございます。議決を賜ればということになりますが、

その後にまた、指定管理候補者の方と協定をという手続きがありますが、その際に、協定書にこ

のリスク分担表もつけるということになります。その際に、こうした表現は明記した上で、協定

を締結するというふうに考えておるところであります。 

 それから、著しく大きいというところであります。施設ごとの状況によって数字的なところを

なかなか表現するのが難しい部分はありますけれども、一つの目安として私どもが持っておりま

すのは、１０％以上の変動ということを考えているというところであります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  それでは続きまして、同じく全協の資料の１５ページのところに、

選定経過の説明がされております。ここで、指定管理者制度更新検討会ということで挙がってお
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ります。この検討会で議論になった事項について、説明をしていただきたいと思います。また、

今回の更新に当たって留意した事項、変更した事項はあるのか、この点の説明をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  全員協議会、１５ページ上段ですけれども、指定管理者制度更新検

討会、これは全体を総括します総務課、それから、施設を担当するそれぞれの担当課、さらには

副町長も参加していただいて、指定管理者の選定の手続きに入る前に一定の準備をしたというよ

うな会議でございます。 

 その中で、いろいろな話が出たわけなんですけれども、特に、これまでもいろいろと御意見と

いいますか、御質問をいただいております、指定管理料の基準額の算定におきまして、特に人件

費の部分とか燃料費の部分ですね、それをどのように今後の５年間を見込んでいくのかというよ

うなところは、すぐに結論ということにはならず、何回か議論を積み重ねたというところがあり

ます。 

 それから、留意事項等ということですけれども、先ほど御質問いただきましたリスク管理表の

一番下にですね、※印を追加したというような内容なんですけれども、結果としてああいった表

現を入れる。これは、これまでの５年間の指定管理施設の運営において、一つの経験というか、

そうしたものがありますので、今後そうしたことがあるかないか、それはなかなか分からないわ

けなんですけれども、そうしたものを書き加えるというようなところが議論の一つ中心になった

のかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  関連でお聞きしますが、全協のときにもお聞きしたんですが、ス

ポーツ公園がこのたびの指定管理施設から外れておりますが、これはサンエムさんのほうが手を

挙げなかったということで、理由をお聞きしましたが、先日はサンエムさんの都合で挙げなかっ

たということで、理由は分からないということでありましたが、当然、そのときに指定管理にな

らなかったということは直営でやるということの説明がありましたが、スポーツ公園以外で、こ

のたび直営になった施設がありますか、それをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  １２月１日の全員協議会でも若干説明させていただきましたけれど

も、スポーツ公園については、公募をかけましたが、応募がございませんでした。現在、再公募

という手続きをとっております。という状況ですので、スポーツ公園が必ずしも直営という形で

は、まだそうした確定的な話ではございません。 

 それから、今回の指定管理の更新手続きにおいて、新たに直営施設に切り替わったという施設
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はございません。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  指定管理制度のメリットは、民間によれば直営よりもサービスの

向上と、それから指定管理料のコストの削減と思うんですが、サンエムさんに答えるわけではあ

りませんが、長年、指定管理としてずっとやられておられて、多分その指定管理料も、サンエム

さんの収入に入っていると思うんですが、そこをこのたび手を挙げなかったということは、それ

なりの相当な理由があると思うんですが、それについては我々がどうこう言いませんが。やはり、

今、再公募をかけているということでありますが、恐らく、サンエムさんが手を挙げなかった場

合は、再公募をされてもノウハウが分かりませんので、手を挙げるところはないと思うんです。 

 そうしますと、先ほど言いましたように、サービスの向上、あるいはコストの削減という指定

管理制度そのものについて、反対になると思うんですが、やはり長年、ノウハウを習得されて、

指定管理としてやっておられるところが手を挙げなかったということは、それなりの理由があり

ますので、そこについてはやはり、担当課のほうでしっかり説明なり、また、指摘があったかど

うか分かりませんが、是正するところがあれば、しっかり是正をしてやらなければならないと思

うんですが、そのことについてお願いします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。スポーツ公園のことについて御質問いただいてお

ります。 

 このたび、スポーツ公園の指定管理について、公募をさせていただきましたが、残念ながら、

応募がございませんでした。 

 これまで、長年お願いしてきた企業さんがございますが、そちらの企業さんのほうからも応募

はなかったということで、理由については、そちらの企業さんの経営判断上のことだろうという

ふうに思っております。 

 一方、施設の管理運営上でですね、何か見直しをしていかなければならない点、そういったと

ころがあれば、やはり改善、見直しをしていくべきだというふうに思っております。今後もそう

いった形で見直し、改善を図っていきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  個別の施設についてお伺いしますが、まず、真田のポケットパー

ク、これの利用実績。今までのですね。それで、基準額が１５２万９,０００円となっています

が、主に何の経費を計上されているのかと。 

 それから、仕様書に低木等の伐採とありますが、国道側の垣根となっている樹木の剪定ではと
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思っておりますが、その辺の仕様書との関連についてお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、真田のポケットパークについてということでよろしいで

すかね。真田のポケットパークについては、吉賀町公園施設というところの区分の中に入ってお

りまして、深谷公園、みろく公園、正国公園、水源公園、水源会館でポケットパークというとこ

ろです。 

 ポケットパーク市場に関しては、使用料の設定はございます。国道側の長い、何て言ったらい

いですかね、四阿といいますか、屋根があるところの部分についての貸し出しの条例があるんで

すけれども、実際そこで利用料金が上がったことは、近年ないというふうに記憶をしております。 

 また、低木の管理ですけれども、ポケットパークのところ、津和野の土木との管理の関係もあ

ってですね、協定書の中で決められており、低木に関しましては、指定管理者が行うというふう

な規定になっておると思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  駐車場がありまして、かなり皆さん利用されていて、トイレも利

用されていると思うんです。その辺の経費等も気になりましたんですが、国道側の低木、あそこ

の垣根のほうも、仕様書によれば年何回か管理されるというようなことになっておりますが、そ

の辺のことも、皆さんがたくさん停まって休まれるところですので、やはり、丁寧に管理された

ほうがいいんじゃないかと思っております。 

 それから、水源公園の低木等の伐採と仕様書にはありますが、公園内の花、木の育成管理等が

うたわれていますが、町の花のドウダンツツジ、町の木のコウヤマキは、あそこに植えられてい

るかどうかというのは、ちょっと確認していないんですが、水源公園に町の花のドウダンツツジ

等が、この公園施設の中で今のようなツツジ等が植えられているのかどうかということと、それ

から、あそこの会館と公園とのところにトイレがあって、駐車場もあるんですが、この駐車場の

規定が入っていないような気がするんですが、仕様書に。当然、木の育成も書かれておりますが、

その辺の一体的な公園としての管理をどうされるのかというのをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、水源公園についてということですけれども、まず１点目、

ドウダンツツジに関しましては、ちょっと私も記憶が定かではないんですが、国道側の歩道があ

ります。そこの間にある低木の木がですね、たしかドウダンツツジだったというふうに記憶をし

ております。 

 あとは、トイレのある側の駐車場に関してですけれども、ちょっとすみません、今条例ちょっ
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と確認をすれば分かると思うんですが、どちらの施設かと言われると、水源会館の附帯施設だと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  規定が抜けているのでしたら、駐車場もやはり皆さんトイレに行

かれて、休まれている方も多いんで、駐車場の管理も当然入れておくべきではないかと思ってお

ります。 

 それで、真田ポケットパークと、先ほども利用がないと言われたのですが、条例に、ポケット

パークは農林産物の販売を主な目的にされております。うたってあります。それから、林産物展

示場販売所、これも森林資源や農林産物の消費拡大と。これ、今の利用の状況と、この設置の目

的が合っていますか。このようにやはり、ちゃんと条例でうたわれていることを、やはりしてい

かないと。真田ポケットパークに至っては、そういうのを見たこともないのですが。そもそも、

この農林産物等の消費販売拡大というのは、担当課は企画課でしょうが、産業課の関わりも多い

のではないかと思うのですが、そういう連携をちゃんと取れているのかどうかというのもお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それではまず、真田ポケットパーク市場について。 

 近年、利用がないというところでもありますけれども、条例上の目的は、農林産物の販売と関

連イベントということになっております。同様に、通称「仙人の手」についても同じような形で

表現があったと思います。今、ポケットパーク自体については利用がないので、活用においては、

そういう基準というか、そういったところに活用していただくというふうにしていきたいと思い

ますけれど。 

 あと、通称「仙人の手」については、今、テナントでアスノワさんが入っておられます。アス

ノワさんの中心が、ポン菓子ということで、町内のお米を使った農作物の加工販売ということで、

一応広い意味では農林水産業の振興といいますか、そういったところに合致しているというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  水源会館の件について、しつこいですが、また質問させていただ

きますが、前回の指定管理公募のときに、質問させていただきましたが、本当に衝撃的ではあり

ましたが、実は水源会館の入館料よりも、外に設置してある自動販売機の収益のほうが、２倍か

３倍ぐらい多いということを指摘をしました。その後、そういうことがありまして、中の展示物
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を替えるとか、それからたしか観光協会から、リニューアルとか今後の水源会館の方向について

提案が出たと思うんですが、それについては、私も見せていただきましたが、非常に斬新な、カ

フェを設けるとか、いろいろな斬新な提案でありましたが、そのことについては、どういうふう

に検討されたのかどうか。 

 それと、入館料よりも自動販売機の収益のほうが高いというのが、会館を果たして今後もずっ

と続けていくべきだろうかどうか。自動販売機は、当然人の流れが減ったら減りますが、水源会

館の入場者数は決して増えているとは思えません。しかも、学校は町内の学校よりも益田の学校

ですか、小学校が定期的に水源の里ということで、毎年見学に来られておりますが、町内の生徒

はほとんど行かなくて、益田市の学校が定期的に来ると。そういうふうな現状もありますので、

私は水源会館は、もう先は考えたほうがいいということで思っておりますが、あの建物自体に価

値があるということは聞いておりますが、今後、水源会館についてどのようなお考えですか。お

聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、まず、水源会館のリニューアル案ですが、観光協会を中

心に取りまとめられたものを私も見ております。詳細までは記憶をしておりませんけれども、た

しか、カフェをするといったような提案があったかと思います。 

 その中で、当時、いろいろ話を、担当課でしたところでは、水源会館という、ひとつの施設を

するよりは、吉賀町全体として観光施設をどうしていくのかというふうなことを考えていく時期

でもあろうというようなことで、具体的に、じゃあ水源会館だけを特化し直しましょうという結

論には、当時至っていなかったというふうに記憶しております。 

 将来見直すかということですけれども、水源会館のみということではなくて、町内全体の観光

施設について、やっぱり見直しをしていかなくてはならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今、観光関連という言葉も出ましたので、吉賀町の公園施設の指

定管理者募集要項の１７番目に、その他という欄がありまして、その（１）に「事業報告及び定

例会について」ということで、表題は上がっていますが、先般の全員協議会でも言ったんですが、

観光関連従事者の定例会の意味ですけれども、この件については表現がされておりません。 

 それで、お聞きをするんですけれども、観光関連従事者の会議をまず行うのか。行うのであれ

ば、その頻度と参加者についても、どのようにする考えをもっているのかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、募集要項の１７、（１）事業報告及び定例会についてと
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いうことで、定例会とあるのにも関わらず定例会の記述がないという御質問だと思います。 

 このことについては、すみません、企画課が所管しております、今回、指定管理の区分でいう

と５つの区分、吉賀町公園施設、吉賀町森林活用環境施設、吉賀町交流施設、吉賀町健康増進交

流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・ら、吉賀町老人福祉センター、この５つについてなかなか共

通の表現ができておりませんでした。 

 定例会については、今後は開催をしていくということで、各指定管理者の方と協議をしていき

たいというふうに思いますということで、全協で述べさせていただきました。 

 頻度につきましては、過去の開催でいうと毎月やっていたこともあるんですけれども、毎月と

いうよりは、やはり効果的なのは随時必要があるときに開催をしていくという、定例会というふ

うにはありますけれども、例えばその季節、ハイシーズンの前だったりとか、もう少し準備の時

期だったりとか、そういったような効果的な時期を狙って、開催をしていきたいというふうに考

えています。 

 参加の規模については、今挙げた５つの指定管理施設の区分からそれぞれ代表者もしくは担当

者に参加をしていただいて、開催をしたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  先ほど、１番の議員からありました水源会館等も含めて、全体の

吉賀町の観光について、その中でも検討されていくというふうにお聞きしてよいか、聞きます。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  公の施設をしていただく指定管理者については、やはり、吉賀町全

体の観光をリードしていただくということを期待しておりますので、そういったところの点につ

いても、協議といいますか、話し合いをしていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  指定管理料について少しお伺いします。決められたといいますか、

報告されている指定管理料と実際に決算のときに見ますと、３年度と４年度について、増額され

ていると思うんです。これは、電力と人件費とか言われて、そのときそのときに対策費が盛り込

まれて、それが合算されて、決算書の中に合計として入り込んでいるのかと思うんですが、まず、

そこをお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  特にというか、恐らく、これまでこの議会におきましても、コロナ

ウイルス感染症による影響額というこの言葉を用いて、何度か予算とかで説明させていただきま
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した。特に、集客施設の性格を持っている施設は、非常に影響が大きかったということ、それに

対するそこのいわゆる営業収入が落ちるわけですから、そこに対して影響額という表現で、指定

管理料を予算化させていただいたということがあろうかと思います。基本的には、こうしたとこ

ろが一番大きい動きかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  燃料高騰費とか人件費とか、今の影響額とかと言われたんですが、

そういうもろもろの要因で３年度が特に大きかったと思うんですが、４年度も上がっております

し、実際に増額になった増額分のうちの燃料とか人件費とかというのが、個別に算定されて、総

額として支給額が上がっていったのか確認のほうお願いします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  先ほど、私が申し上げました、主たるものといたしましては、コロ

ナウイルス感染症による収入の減少ということになろうかと思います。 

 この場でちょっとはっきり年度が申し上げられないんですけれども、コロナウイルス感染症が

流行する前の、影響が出ていない年と影響が出た年、そこの比較において、収入の減がある。そ

この減少部分に対して、先ほど来、ちょっと繰り返しになりますけども、影響額というふうな表

現で指定管理料を増額させていただいたという、こういう経過でございます。 

 それから、ここ１年来の光熱水費の高騰部分なんですけれども、ここの部分については、これ

まで予算的には補助金という形で指定管理施設等には、そこの部分についての支援といいますか、

補助を行っている。大きくはこうした流れでこれまで推移をしているというふうに考えていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  利用者数も令和３年度は、少し落ちていると思うんですが、今の

増額になった部分で燃料高騰費や人件費等と言われて、企画課長も答弁がありましたが、毎月そ

ういう資料も提出してもらっているはず。毎月、資料を出せというようにうたってあります。で

すので、データとしては出てくると思うんですが、それで月々の動向が分かり、指定管理業者か

らの要望等、いろんなところを勘案して増額されていると思うんですが、それに対して、燃料費、

それから人件費等が上がりましたら、やはり月々の、当然報告書が上がってきて、それに対する

会議とかいろんな報告会とかがあると思うんですが、そのときにちゃんと、毎月毎月そういうこ

とを確認されて、こういう結果になったかというのをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  赤松副町長。 
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○副町長（赤松 寿志君）  私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、基本的なところをちょっとお伝えしておきたいんですけども、コロナの影響の部分は、

指定管理料を増額してお支払いをしました。燃料費の高騰分は、指定管理料は据え置いて、補助

金という形で支払いました。まず、そこが大きく違うということを御理解いただきたいと思いま

す。それで、指定管理料の増額が主には収入の減少が原因だろうと思います。 

 それから、光熱水費は値上がり部分に対する補助ですので、これはどういう算定をしたかとい

うと、令和３年度の１年分の実績と令和４年度の１年分の実績と、その差額を実額をお支払いし

ました。だから、１円の狂いもないと思います。 

 そういう形で計算されて、それを計算するに当たって、予算を組まなきゃいけません。予算を

組まなきゃいけないので、毎月の実績をいただきながら、１年分の推計をするのに、１年分の推

計をしながら予算を組みますので、そこで事業者の方からは、毎月の報告をいただいたという経

過でございますので、実際のお支払いは１年分の実績に基づいてお支払いしますので、そこに業

者間の違いもありませんし、まさに実額の差をお支払いしたということでございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  澄川先生の記念公園の件でお伺いします。これは、今までは地元

の老人クラブが契約をして、本当にきれいに公園を管理されておりましたが、前回から、ゆ・

ら・らの指定管理のほうでやるということで、ゆ・ら・らの指定管理のほうでやっておられたん

ですが、大変皆さんも御存じと思うんですが、本当に見るに見かねないような状況も多々ありま

したが、そういう状況を見かねて、私は、もう記念公園の管理とゆ・ら・らの管理と分けたほう

がいいんじゃないかという指摘を個人的にはしておりましたが、今回の件で、それがどうなった

でしょうか。お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、澄川喜一記念公園彫刻の道の経過なんですけれども、で

きました当初から一応、むいかいち温泉ゆ・ら・らの１つの施設ということで、ゆ・ら・らに管

理をお願いして、そこから地元の方に、当初、グラウンドゴルフで使われていて、そういった形

のところの団体が中心で管理をしていただいたというところです。その方々がそこを引き上げら

れてからは、ゆ・ら・らが直営でやるといったようなことになっていたかと思います。 

 それで、今回の指定管理について、いわゆる彫刻の道の公園部分についてですけれども、今回、

外そうというふうに考えておりまして、募集要項もそのように外して記載をしております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  深谷の公園のことですが、以前、深谷公園の橋のたもとでなし
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に、ちょっと六日市寄りのところのトイレなんかがあるところですが、あそこの垣根というか、

あれが大変壊れておるので、質問したことがありますが、あのときに県のほうの管理だから、県

のほうに申し上げますというようなことが、何年か前にあったかと思います。今もって、そこの

改修工事というか、そのまんまの現状で大変危ないなと思っております。 

 今、指定管理のほうが今のここの深谷公園ということになっておりますので、その辺のところ

は、今は町が危険なところは直さなくてはいけないのではないかと思いますが、その辺のことと、

それからもう１点、今の１番議員のほうからありましたけど、元グラウンドゴルフで使っておっ

たところ、昔の線路の跡の。私のほうにも、何であそこは指定管理しとるのに、あんな草ぼうぼ

うにしておるのかというような苦情が二、三人ありまして、そうこうするうちに、役場のほうに

も自分が行ったからとある人からまた電話かかってきて、そうするとすぐ刈ったようですが。指

定管理にするのであれば、あそこは六日市の玄関だから、ああいうふうな草ぼうぼうにしてもら

ってはみっともないというような意見が私の耳に入ってきましたが、その辺のことを、例えば草

が３０センチ以上伸びたら刈るとか、もう少し管理を徹底するような方法を取っていただきたい

と思いますが、その辺の考えをお聞きいたします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、まず、深谷公園のトイレのある箇所の柵についてですけ

れども、議員御指摘のとおり、県の施設になっていて、県にもう５年６年ぐらい前からずっと伝

えております。 

 伝えた１番最初の年は、トイレのちょうど裏側辺りのところ１０メートルぐらいは、きれいに

していただきました。その後も、順次やっていくよということで話をしていたんですけれども、

なかなか次の改修がされないので、ほぼ毎年のようにあそこについては何とかしてくださいとい

うふうに話はしております。町が直すことにちょっと施設としてはならないので、また、県にお

願いをしていきたいというふうに考えています。 

 もう１つ、澄川喜一さんの公園の管理ですけれども、今回の指定管理からは外したということ

もありますので、適切な管理をしていきたいというふうに考えております。 

 あと、全体的にその草が何センチになったら切るといったようなところについては、今、やっ

ぱり回数なり美観的に、利用に支障がないだとか、美観的にまずいといったようなところの曖昧

な基準なんですけれども、なかなか何センチという基準は設けられないかなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３、議案第６４号吉賀町公園施設の指

定管理者の指定についてから日程第７、議案第６８号吉賀町老人福祉センターの施設管理者の指

定についてまでの質疑は保留をしておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 

午前10時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時16分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第６９号 

日程第９．議案第７０号 

日程第１０．議案第７１号 

日程第１１．議案第７２号 

○議長（安永 友行君）  日程第８、議案第６９号吉賀町福祉センターの指定管理者の指定につい

てから日程第１１、議案第７２号吉賀町デイサービスセンターの指定管理者の指定についてまで

を一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、４件につきまして一括で上程をさせていただきま

す。 

 議案第６９号吉賀町福祉センターの指定管理者の指定について。 

 吉賀町福祉センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町福祉センター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市５８０番地４、名称、社会福祉法人吉

賀町社会福祉協議会、代表者名、会長宗内正照。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７０号吉賀町特別養護老人ホームの指定管理者の指定について。 

 吉賀町特別養護老人ホームの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町特別養護老人ホーム。 
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 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市５８０番地４、名称、社会福祉法人吉

賀町社会福祉協議会、代表者名、会長宗内正照。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７１号吉賀町授産活動作業場の指定管理者の指定について。 

 吉賀町授産活動作業場の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町授産活動作業場。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市５８０番地４、名称、社会福祉法人吉

賀町社会福祉協議会、代表者名、会長宗内正照。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７２号吉賀町デイサービスセンターの指定管理者の指定について。 

 吉賀町デイサービスセンターの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町デイサービスセンター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市５８０番地４、名称、社会福祉法人吉

賀町社会福祉協議会、代表者名、会長宗内正照。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ちょっとお聞きしますが、議案第７１号の授産活動作業場という

ことですが、どういうことをされるのか、もう少し詳しくお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  まず、授産活動作業所についてでございます。 

 授産ということでございますが、障がいのある方々が、地域にある福祉事務所で社会参加や就

労という目的を持って取り組む、ものづくりや作業のことを授産と申します。 

 はとの湯荘の隣にあります、柿木にあります事業所になります。現在、社協さんがアスノワと

いう就労施設で営業をしていただいておりまして、障がい者の方々が作業を行っている作業所で

ございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。日程第８、議案第６９号吉賀町福祉センターの指

定管理者の指定についてから日程第１１、議案第７２号吉賀町デイサービスセンターの指定管理

者の指定についてまでの質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第７３号 

日程第１３．議案第７４号 

日程第１４．議案第７５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１２、議案第７３号吉賀町地域食材供給施設の指定管理者の指定

についてから日程第１４、議案第７５号吉賀町農産物加工施設の指定管理者の指定についてまで

を一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、３件について一括で上程をさせていただきます。 

 議案第７３号吉賀町地域食材供給施設の指定管理者の指定について。 

 吉賀町地域食材供給施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町地域食材供給施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町柿木５００番地１、名称、株式会社エポック

かきのきむら、代表者名、代表取締役河野克則。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７４号吉賀町産直市場集出荷施設の指定管理者の指定について。 

 吉賀町産直市場集出荷施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町産直市場集出荷施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町柿木５００番地１、名称、食と農・かきのき

むら企業組合、代表者名、理事長齋藤哲一。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７５号吉賀町農産物加工施設の指定管理者の指定について。 

 吉賀町農産物加工施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 
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 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町農産物加工施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町柿木８４２、名称、柿木村農産加工組合、代

表者名、吉村恵。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  産直市場集出荷施設についてお伺いします。 

 菌床のシイタケも一緒にやられているんですかね、ここで。保冷庫や冷凍庫、これは菌床もや

っておられる、それから今の、食と農も野菜を置かれていると、いろんな混乱が生じるのではな

いかと思うんですが。 

 機械が１つで、入り口も１つということになると、いろいろとその辺の使い分けといいますか、

時期にもよるとは思うんですが、集出荷両方にお互いが支障を来すというようなことはないんで

しょうか。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えいたします。 

 菌床のほうは、特用林産物集出荷施設という名称でございまして、昨年、指定管理の公募をか

けまして、現在、食と農・かきのきむら企業組合さんが管理をされております。 

 今回はその道路側にある、いわゆるアンテナショップ等の集出荷場であります、産直市場集出

荷施設ということを公募をかけまして、食と農・かきのきむら企業組合さんが申請をされたとい

うことでございますので、同じ食と農・かきのきむら企業組合さんのほうで施設を管理している

ということでございますので、議員御指摘のような心配を、それぞれのところで調整できるはず

であるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第１２、議案第７３号吉賀町地域食材供

給施設の指定管理者の指定についてから日程第１４、議案第７５号吉賀町農産物加工施設の指定

管理者の指定についてまでの質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第７６号 
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日程第１６．議案第７７号 

日程第１７．議案第７８号 

○議長（安永 友行君）  日程第１５、議案第７６号吉賀町グラウンドゴルフ場の指定管理者の指

定についてから日程第１７、議案第７８号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指

定管理者の指定についてまでを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、３件について一括上程をさせていただきます。 

 議案第７６号吉賀町グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定について。 

 吉賀町グラウンドゴルフ場の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町グラウンドゴルフ場。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町立河内４２─３、名称、株式会社エヌディー

エス、代表者名、代表取締役小濱貢。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７７号大野原運動交流広場の指定管理者の指定について。 

 大野原運動交流広場の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、大野原運動交流広場。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町立河内４２─３、名称、株式会社エヌディー

エス、代表者名、代表取締役小濱貢。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

 議案第７８号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者の指定について。 

 吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修センターの指定管理者を指定することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １、指定管理を行わせようとする公の施設の名称、吉賀町真田グラウンド・吉賀町交流研修セ

ンター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、住所、吉賀町六日市９６５─１、名称、一般社団法人ス

ポーツクラブＳｐａｒｋｌｅＳｔａｒ、代表者名、代表理事岩本明彦。 

 ３、指定の期間、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  グラウンドゴルフ場についてお伺いいたします。 

 別紙２、仕様書で、芝生の管理等がうたわれておりますが、この指定管理料の基準額もほかの

施設より飛び抜けていると思うんですが、この芝生の管理のことが影響しているかどうか、まず

お伺いします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  お答えします。 

 指定管理料が他の施設から比較して、少し高額になっているというところでございます。議員

御指摘のように、芝生の管理、こちらが少し占めているというところがございます。併せて、施

設が大野原と蔵木、２か所にあるというところで、それぞれに管理人を配置しなければいけなか

ったり、そういったところで経費はちょっと増額していると、こういった部分もあろうかという

ふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  そこで、芝生の管理が、仕様書では専門的な知識と実績を有した

業者の選定とありますが、今はどのような状況なのか。専門業者に任されているのか、今の指定

管理者がやられているのか。 

 専門的な芝生の管理ですので、当然、最終的には指定管理者でそういうことをやられる管理者

の方がおられて、やるのも当然よいことだと思うんですが、それまでこういうふうな仕様書にも

うたわれていることから、業者を選定されているのかと思うんですが、そこら辺のところ、これ

からどういうふうにするんでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  議員がおっしゃいますとおり、芝生の管理に関しては専門の業者に

委託をしております。 

 今回、少しその辺を見直しをさせていただいて、管理者のほうでできる部分、それから業者の

ほうにお願いする部分、そういったところをちょっと見直しをさせていただいて、指定管理料を

算定したという部分があります。 

 したがって、今回、前回指定管理料より若干下がったというようなところで、募集をさせてい

ただいたところでございます。芝生管理に関しては専門業者に委託をしているというところでご

ざいます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 
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○議員（７番 河村 隆行君）  当然、もう開所されてからかなりの年月たちますので、やはり技

術的な専門の方を養成して、自分のところで管理していくと、当然、芝を見ながらやっていくと

いうのが一番いいことだと思うんですが。 

 散水で少し気になったんですが、散水で消防団の水を使ってはいないですよね、川からじかに

上げられていますよね。散水とか、やはりちゃんとその辺は、けじめをつけないといけないので

はないかと思うんですが、大丈夫ですよね。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  散水について、どこの水を使っていないかと、もう一度、申し訳あ

りません。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  以前、質問したことがあったんですが、消防団が訓練されていて、

水を絶えず、あそこを開けているんです。で、その水を使われているんじゃないか、川から直接

上げられているのを見るんですが、そういうこともあるんじゃないか、そこだけはちゃんとした

ほうがいいんじゃないかと思って質問しました。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  大野原のほうのグラウンドゴルフ場の散水のことについてだろうと

思います。 

 隣のグラウンドのほうに、消防の訓練をするためにタンクがございます。実は、この水、両方、

消防団のほうもそれからグラウンドゴルフ場の散水のほうも、１つのポンプで川から吸い上げて

しております。直接タンクのほうにたまっている水を散水に使っているという状況はございませ

ん。ポンプは共用をしておりますけど、散水のときにはその時点でポンプにスイッチを入れて、

川から吸い上げて散水をしていると、こういった状況でございます。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  真田グラウンドの件でお聞きします。 

 利用者が大変多くていいと思うんですが、駐車場の件、工事に入っているのかそれとも今から

入るのか、もし駐車場の件で整備に入っているのであれば、いつ頃完成するのか、その駐車場の

件でお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  お答えいたします。 

 現在、駐車場ということでの整備にはまだ取りかかっておりません。今は、残土整理、置場と

いうところで、残土を利用しての埋立てと言ったらよろしいですか、そういった形になっており

ます。 
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○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  指定管理を出しているところから、どの施設もなんですけれども、

施設とか設備の不具合の状況について、どのような形で把握をしておられるのか、またそのこと

について指定管理者のほうに、どういうふうなことで、やるやらないも含めてなんですけども、

回答されているのか、その点をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  施設の設備等々の不具合ということだろうと思います。 

 逐次、指定管理者のほうから、要望だとかそういったところが上がってきております。やはり、

すぐに対応しなければならないもの等々については、すぐに対応したりということがあります。

そのほかに、予算を確保しなければならないもの、こういったところについては順次、実施して

いるという状況でございます。 

 この施設の中には、開設して随分年数を経過したものがございます、施設設備が老朽化してい

るものがございます。こういったところも、改修をしていかなければというふうには思っており

ます。この辺はまた、予算等々の確保が必要になってまいりますので、そういった中で検討をし

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  その中の一つとして、大野原の広場の、ゴルフの打ちっ放しの受

付をする事務所がございますが、施設についての要望等についてはどのような形で、教育委員会、

お聞きをされているか聞きます。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  大野原の管理棟の施設ということだろうと思います。 

 私が全てを聞いているわけじゃないんですが、施設の目地部分、そこが老朽化して、目地とし

て入れている素材が少し浮いてきているというお話をお聞きしております。二、三年前だったと

思います、屋根部分のところ、たしか屋根部分だったと思うんですが、修繕をさせていただいた

というふうに思っております。また順次、修繕を加えていきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今の屋根の部分の修繕はされているんですが、夏場になると、あ

そこ鉄板の分で、大きい波の屋根で覆っていますので、事務所の中、それからお客さんが入ると

ころも含めて、非常に暑くなる場所となっています。戸も開けたり、いろんな対応をされている

ようなんですけれども、そこらについても、施設へ一度行っていただいて、お客さんに対しての

サービスの問題もありますので、状況について聞き取り等、行っていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  指定管理者のほうにも相談をしながら、現地にも足を運びながら、

老朽化している部分がかなりの箇所はございます、その辺は指定管理者と相談しながら、どうい

う優先順位で手だてをしていくかというところを、検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ないようですので、日程第１５、議案第７６号吉賀町グラウンドゴルフ

場の指定管理者の指定についてから日程第１７、議案第７８号吉賀町真田グラウンド・吉賀町交

流研修センターの指定管理者の指定についてまでの質疑は保留をして、次に進みます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第７９号 

○議長（安永 友行君）  日程第１８、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する

条例の制定についてであります。 

 吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を別紙のとおり策定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、担当いたします税務住民課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  では、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関

する条例の制定について、詳細説明をさせていただきます。 

 １２月１日の全員協議会のほうでも説明をさせていただきました。先般の６月議会の際に、条

例化の検討をさせていただくということでございまして、税務住民課のほうで準備を進めてまい

りました。 

 ９月に開催いたしました吉賀町環境保全推進協議会で御意見をいただきまして、内容の精査を

行いました。このたびの１２月定例会のほうへ上程をさせていただいたものでございます。 

 禁止区域、事前協議、説明会の実施、事業の許可、譲渡を含めた変更の許可、許可の取消し、

助言、指導及び改善命令や勧告といった、ガイドラインよりも踏み込んだ内容となっております。 

 地域との調和によりまして太陽光発電事業を促進するため、この条例を制定するものでござい



- 55 - 

ます。 

 全国的には制定が進んでいると思われますが、令和５年１１月末時点で県内の条例化は確認さ

れておりません。島根県で最初の制定となると思われます。 

 以上、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について、詳細

説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  議会のほうで、６月第２回の定例会におきまして、太陽光発電パ

ネル設置に関する陳情を採択をしております。この中で９項目にわたって理由が述べられており

ますが、そのうちの３項目について、町としての見解をお伺いをしたいと思います。 

 一つは、陳情の７番目にあります、環境の変化による災害の発生の問題、また８番目に、パネ

ル内容物は自然破壊する物質を多く含有、９番目に、エネルギー専門家が将来性を否定している

ということが入っておりますが、この３点について町としての見解を御説明願います。 

○議長（安永 友行君）  山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えしたいと思います。 

 １点目の、環境の変化による災害の発生、それから２点目の、パネル内容物は自然環境を破壊

する物質を多く含むについては、そのような可能性があるかという認識でございます。３点目の、

エネルギー専門家が将来性を否定しているということでございます。確かに使用が終わったとき

に、廃棄の際の懸念というものは十分に考えなければいけないというふうに思っております。 

 そのあたりも含めまして、今回の条例の中身のほうを精査をいたしまして、事業終了の際は適

切に廃止の届け出をしていただきまして、適切な処理をしていただくように求めるという内容を

盛り込んだものとなっているというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  環境と自然破壊の可能性については、あるということで。もう一

点のところで説明されました、廃棄物の処理に関するところで適切な処理ということで、今、御

答弁がございました。現状において、町として把握している適切な処理の方法について、どのよ

うなものを持っているかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えさせていただきたいと思います。 

 適切な処理というものについては、自然破壊を起こすような物質について発生をさせないとい

うところはもちろんでございますけれども、適切な処理ができる施設への持ち込みによりまして、
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適切に処理されるものという認識でございまして、それ以上の細かいものについては、今のとこ

ろ想定しておりません。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  参考に聞くんですが、パネルがありますよね、大体同じ大きさか

と思うんですが、大体１つのパネルが、１個がどのくらいの電力を発電するのか。というのは、

ここに１０キロワットとか６０ワットアワーとかあるんですけど、それが自分のところにやって

いるのは分かるかと思うんですけど、一目で見てぱっと分かるような状態で、どのくらいのワッ

ト数があるのか。 

○議長（安永 友行君）  山根税務住民課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  今回の条例制定についての対象となる、１０キロワット以上の

設備が、どういうものが該当になるのかという内容だと思われます。 

 １０キロワット以上の発電ということで、基本的には１００メートル掛ける１００メートル程

度のパネルを設置すると、約１０キロワット程度の発電量があるというふうに聞いております。

メーカー等によって差があるかとは思いますけども、基本的には、１００メートル掛ける

１００メートルの物以上について、今回の対象となるということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ちょっと質問の仕方が悪かったと思うんですが、パネル１個当た

りが、どのぐらいの発電量があるかというのを、まず一つ。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  １枚当たりの発電量については、申し訳ありません、資料があ

りませんでしてお答えができませんけども、１万平方メートルで１０キロワットということでご

ざいますので……。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  今分からないなら、また。なぜ聞くかというと、今１００メート

ル掛ける１００メートルと言われたんだけど、１００メートル掛ける１００メートルとは、随分

広いパネルがたくさんできると思ったから聞いたんです。 

 というのは、もう今、既にやってられる方があるわけです、事業者もあるし個人でやっている

方もある。それがどの辺まで対象になるかということで、この条例ができたらそれらがすぐ対象

になるのかどうか、遡及されて対象になるのかどうか、そうでないと、今やっておられる方はち

ょっと不安なんです。それで聞いたんですが、今そういう届出があるかどうかわからないけど、

調査されていることはいいけど、個人も事業者もどのぐらい今あるんですか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 
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○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えします。 

 最初に言いました１０キロワット以上の対象についてでございますが、事業用のレベルという

ことでございまして、個人が家の屋根につけていたりとかいうものについては、対象になってお

りません。 

 この条例の施行については、令和６年の４月１日からとなっておりまして、それまでのものに

ついては、現在のガイドラインに基づいたものでございまして、第６条第１項の規定による事前

協議をしていない事業者につきましては、この条例のほうを適用させていただくというところで、

附則のほうへ書き込みをさせていただいております。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  どうもはっきり分からない。というのが、今私が言ったのは大体

普通、個人の屋根にあると思うんですが、これは大体個人の家で使われる電力ぐらいということ

で、２キロから３キロワットアワーと思うんですが、それ以外に、自分の所有地──極端に言え

ば田んぼとか、そういうことをやっているところがあるんです、それが１０キロワット以上にあ

ると思うんです。個人が売電しておられる。それから事業者も随分広いところでやっているとこ

ろがあるわけですけど、その分が、要するに屋根の上へ置くのではなしに、もっと広くやってい

るところがあるわけです、個人的にも。それを売電して売電収入を得ている方があるので、それ

がどのぐらいあるかどうかは分かりませんか。分からにゃしょうがない。問題は、先ほどもあり

ましたが、これをやめたとき、廃棄するときに産業廃棄物になるのか、一般廃棄物になるのか。

それと今、指定された、今どんどん受け入れる設備ができていると思うのですけど、その辺も。

一般廃棄物だったら不燃物に出せばいいけど、産業廃棄物だったら、そこに持っていかないとい

けない、その辺は、一般廃棄物か、産業廃棄物か、どちらですか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えいたします。 

 町内における太陽光発電の総発電量といいますか、ＦＩＴ契約をされている施設で、町内で現

在７,１００キロワットの太陽光発電施設がございます。ちょっと箇所数については何ですけど

も、トータルで７,１００キロワットほど設置をされている状況です。廃棄の際にはということ

でございますが、一般廃棄物ではなく、産業廃棄物だという認識でございます。適切な処理をし

ていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  １０キロワット以上とかそういうことではなく、今家庭で使われ

ていることはあるわけですね。これは先ほど言いましたように、３キロワットか多くても５キロ
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ワットアワーぐらいかと思うのですが、１０キロワットアワーには適用しないのですけど、やめ

ることがありますね。今は、だんだん寿命というか、その寿命がきたやつを廃棄しないといけな

い。そのときに、産業廃棄物なのか、個人でやっているから一般廃棄物なのか、その辺をちょっ

と、そうしないとね、今からなかなか大変だと思います。その１点、個人で上げている、１０キ

ロワットアワーにならないぐらいの設備でも、やめるときには、産業廃棄物として取り合うかど

うか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えします。 

 個人所有の太陽光設備の廃棄につきましては、現在資料がございませんので調べたいと思いま

す。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  いちゃもんつけるわけではないのですが、先ほど課長、１０キ

ロワット以上の発電設備というところで、１００メートル掛ける１００メートルと言われました

が、１００メートル掛ける１００メートルは１万平米になるので、それはちょっと違うのではな

いかと思うんですが、１２月１日に私が質問したときには、１０キロワットは１０メートル四方

ぐらいではなかろう、というようなことを言われておりましたが、ちょっとその辺、訂正しない

と議事録に残るのでおかしくなるのではないですか。１００掛ける１００が正解ならそうなんで

すが、その辺ちょっとお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えしたいと思います。 

 私どもが仕入れた資料としては、１００メートル掛ける１００メートル程度というふうに聞い

ております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今の件で、普通、家庭の屋根に乗っている分、大体３キロ程度。

あれから判断すると、今の答弁というのは、１０番議員が言ったように、感覚的にもずれるので、

もう一度よく調査をしていただいて、改めて答弁をするという選択をしていただきたいのですが。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  訂正します。確認をして再答弁させていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  議員の皆さんに私のほうからお諮りします。 

 大変失礼な言い方になるのですが、山根課長の答弁が十分とは思えませんので、議案第７９号

については、保留はいつもしていますので、時間的には十分かどうか、私も定かではありません

が、十分な説明をいただくよう、この席を通じて山根課長に要請しておきますので、まだ質疑あ
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りますか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  先般の、全協のときに資料をいただきました。そのときに、こ

こに第１８条で事業の廃止ということは明記してあるわけですけど、あのとき、るる申し上げま

したけど、個人で屋根に上げたとかという問題ではなくて、この条例は、事業者に対しての条例

と思いますので、そこのところは履き違えないように質問しようと思うんですが、そうなったと

きに、この再エネの責任の所在というのは、土地の所有者と事業者です。自治体は責任はありま

せん。そこで、廃止したときの撤去というのは、当然事業者に求めるわけですけど、だからここ

に１８条で明記してあると思います。 

 ただ、先般も申し上げましたように、相手は合同会社という会社です。多分、この再エネの事

業者というのは。転売、転売を繰り返して、最終的には倒産する事業者が非常に多いわけですよ

ね。だから、この撤退のときに、最終的には土地の所有者に責任がかぶさってくるわけです。そ

れは、吉賀町の住民に、２０年間たったら、非常に不利益なことをもたらすことになるので、こ

こに撤廃のことも明記してあると思いますけど、それに加えて、事故の処理、これも加えるべき

じゃないかと私は先般提案したんですけど、このことが議論されて、この条例の中に入っていま

すか。事故で放置されて、そのままの施設が残っているというのは、全国的に、調べてみられた

ら分かると思いますけど、ものすごい数のトラブルが起こっているわけです。せっかく条例をつ

くるんだったら、そこまで踏み込んだ条例をつくらないと、最終的に不利益を被るのは、吉賀町

の住民ですよ。僅かな売電料を求めて、２０年間土地を貸したけど、使用料は入ってきたにして

も、それを放置されて逃げられる。または事故で、そのまま放置されて逃げられる。本人はもと

より、近隣の皆さんの迷惑というのは、すばらしいものが発生してくるわけですよね。全国の事

例、これは実際起こっていることですので、ぜひ、どうせ条例をつくるなら、住民が不利益を被

らない、本当に手厚い条例をつくるべきだと思いますけど、まず、事故の責任ということを検討

されましたか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  お答えいたします。 

 最初に言われました、事業者が転売を繰り返してという話でございますが、これにつきまして

も、１４条の変更の許可等というところで、第３者に譲渡する場合も含んで、町の許可を得るよ

うにという項目を定めさせていただいております。これで全てを網羅できないかもしれませんけ

ども、これで届け出を義務づけをしておりますので、それで管理をしていきたいというふうに思

っております。 

 それから、事故があった場合というところでございますが、１９条の許可の取消しの中の第

２項でございます。災害の防止、もしくは良好な自然環境等の保全のために、必要な措置を講ず
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ることを命ずることができるという文言を入れさせてもらっております。これによりまして、事

故等につきましては、対応させていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今の御説明なんですけれども、事業者自身が倒産をしたりしたと

きに、じゃあどうしたらいいのかという問題が残ったままなんですけれども、その点については

いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  事業者が倒産した場合ということでございますが、基本的には

清算管財人と言われるものがつくのではないかと思われます。そちらのほうで対応をお願いした

いというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  管財人のところでと言われますけれども、資産等が全くない状態

である場合、幾ら管財人でもないところから集めることはできない。その代わりに、例えば一定

の処分用の基金として取るとか、そういうようなことも含めて、何らかのことを考えることも必

要じゃないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  先ほどから、いろいろ撤去のこと、廃止をしたときのことのお話がござ

いますが、今、条例で、まず網羅できるもの、カバーできるものは、今担当課長言いましたよう

に１４条であったり、それから１８条の事業の廃止であったり、許可の取消しの１９条であった

り、それから２１条のところには勧告であったり、最終的にはそうしたことがかなわなかった場

合、そうした事象が発生して、いろいろな支障を来したときには、国または県への報告通知とい

うことで２３条になります。 

 この中で、自治体といたしまして、可能な限りの対応をさせていただくということでございま

して、今、９番議員のほうからお話のあった関係でございますが、私も詳しい勉強はしておりま

せんけど、ある意味この条例のレベルではない部分ではないかと、いわゆる法律の部分ではない

かと思いますので、そこらはまたこの条例が通った後の話になりますが、いろいろなことを想定

しながら、こうした懸念をされるようなお話があってはいけませんが、あった場合には我々とい

たしましても、法的な部分を含めて対処させていただくのが適切なことではないかと思っており

ます。 

 先ほど１１番議員のほうからお話がございましたが、そうしたところまで、全国に先例として、

条例の中に落とし込みがあるのであれば、これはまたこれから一部改正が当然できるわけでござ
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いますが、まずは我々が今回考えましたのは、結果的に島根県の自治体では初めての条例の制定

になりましたが、企業的な部分で大規模な、メガソーラーまではいかないレベルかもわかりませ

んけど、そうしたところで、まず住民の皆さんが後々のところを懸念しておられるところをまず、

解決できないかということを念頭において、今回条例の制定の準備をさせていただいたというこ

とでございます。 

 特に特徴的なことは、ガイドラインの中ではなかなか、手続き的なところであっても強制力は

なかったわけですが、今回の条例の中では、全協でも御説明をさせていただきましたように、第

１２条、１３条のところへ同意とか発電事業の許可を取らなければならない。そしてその許可が

ない限りにおいては、町のほうは設置について発電事業の許可をしないとこういうことですので、

まずそこで大原則、歯止めがかけることができる、条例の中で。そのことをまず念頭において対

応させていただいたという内容でございますので、その点につきましては御理解をいただきたい

と思います。 

 いろいろお話のありました懸念材料は当然想定される部分でございますので、これはまたこれ

からの課題として対応していかなければならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  許可による歯止めがあるということで、その許可のときに保険に

入っているとか入っていないとか、そういうことをしっかりと確認した上でなかったら許可はし

ないという仕組みになっているのか、その点お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今回の条例の内容につきましては、全協のところで概略と条文をそれぞ

れお示しをさせていただいて、令和６年の４月１日から施行ということでございます。今回、

１２月の定例議会の中でこの条例案について御可決をいただければ、当然今のような小さい手続

き的なことも含めて今度は規則になりますので、担当課のほうでそうした手続き的な、事務的な

レベルを含めてですね、規則の中で制定をさせていただきたいということでございますので、今

日の本会議、それから先般の全員協議会でいただきましたような御意見につきましては、極力規

則の中で落とし込みができるものについては対応させていただきたいというふうに考えておりま

す。これからの作業になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  よろしいですか。１０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  これで質疑終わりということになるのかどうか分かりませんが、

先ほど言ったですね、１０メートルと１０メートルと１００の分かなり違いますので、その辺の

ことだけちょっと確認をしたいと思いました。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、質疑は保留をしておきますが、先ほどもちょ

っと言いましたけど、執行部におかれては、町長のほうから県内初でもあるし、回答部分で法的

な関連部分やら規則で定めるということも言われましたけど、もちろんそれは当たり前のことで、

質疑の中で十分に皆さん方に納得いかない回答がかなりありましたので、質疑は保留しておきま

すが、次回までにはちゃんと十分な回答ができるよう準備をしておかれるようにお願いをしてで

すね、日程第１８、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定につ

いての質疑は保留をしておきます。 

 以上です。 

 ここで５分間休憩します。 

午前11時23分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時30分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第８０号 

○議長（安永 友行君）  日程第１９、議案第８０号吉賀町地方創生アドバイザー設置条例の制定

についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第８０号吉賀町地方創生アドバイザー設置条

例の制定についてであります。 

 吉賀町地方創生アドバイザー設置条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします企画課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、議案第８０号の説明を行います。 

 先般１１月の臨時議会で、委員会等が附属機関に該当するか、報酬、報償費などの支給区分は

どうなっているのかといったような質問があったということです。このことについて点検を行い

ました。 

 吉賀町地方創生アドバイザーについて非常勤特別職としていますけれども、設置は要綱で定め、
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支払費目は報酬で支払いを行っていることが明らかとなりました。改善すべく本議会において条

例の制定を行うとともに、制定後においては、吉賀町地方創生アドバイザー設置要綱の廃止の手

続きを行いたいと考えております。 

 また、関連した項目としては、後ほど説明のある議案第９８号令和５年度吉賀町一般会計補正

予算（第６号）において、予算を上程しています成年後見人等受任調整委員については、報償費

から報酬へ予算の組替えを行っておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上で、議案第８０号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第１９、議案第８０号吉賀町地方創生ア

ドバイザー設置条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

 ここでちょっと前に戻るようで申し訳ありませんが、議案第７９号吉賀町太陽光発電事業と地

域との調和に関する条例の制定についての質疑に対しての答弁残りがありますので、山根課長よ

り答弁をしていただきますが、既に質疑については保留をしてありますので、ここでの質疑は行

いませんので御了解ください。山根課長。 

○税務住民課長（山根 徳政君）  失礼いたしました。先ほどの答弁のほうで残っておりましたも

のについてお答えさせていただきたいと思います。 

 最初に、１０キロワットの事業範囲ということでございましたが、ちょっと私の勘違いでござ

いまして、１００平米から１５０平米ということでございますので、１０メートル掛け１０メー

トルでした。１００ではなかったものでございます。大変申し訳ありませんでした。１０メート

ル掛け１０メートル程度以上のものが対象になるということでございます。 

 それから、１枚当たりの発電量についてでございます。大体２００ワットぐらいというものが

多いようでございます。 

 それから、家庭用の屋根にあるパネルの廃棄についても、一般廃棄物ではなくて産業廃棄物で

適正な処理が必要になるというところでございました。 

 これで、答弁残りの回答とさせていただきたいと思います。どうもすみませんでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第８１号 

○議長（安永 友行君）  それでは、引き続き、次の日程に入ります。日程第２０、議案第８１号

吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例の制定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第８１号吉賀町新病院建設基本計画策定委員

会条例の制定についてであります。 

 吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします医療対策課長のほうから御説明を申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。渡邊医療対策課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  失礼します。医療対策課の渡邊です。よろしくお願いします。 

 私のほうからは、議案第８１号吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例の制定について、詳

細説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、第４回の臨時会におきまして補正予算をつけていただいた経緯がござい

ます。今回、条例というところで提案をさせていただきまして、関連議案であります補正予算の

上程のほうも行っておりますことを御了承ください。 

 それでは、中のほうを少し説明をさせていただきたいと思います。 

 資料の２ページを御覧ください。 

 第１条の設置としましては、令和５年８月に作成をしました吉賀町新病院基本構想に基づいて、

新病院建設に向けた整備基本計画の策定に向け、必要な事項を検討するために策定委員会のほう

を設置をするものであります。 

 所掌事務としましては、第２条のところですが、基本計画の策定に関する事項、その他必要と

なる事項というふうになります。 

 第３条の組織についてですが、委員会は７名以内というところで、１号から６号に掲げるもの

から町長が委嘱するということになっております。 

 第４条の任期につきましては、基本計画の策定が終わるまでということになります。 

 ２ページの右側を御覧ください。 

 第７条、部会についてです。委員会に所掌事務を専門的に調査及び審議させるために部会を設

けることができるということにしております。この部会委員につきましては、主に病院で働くお

医者さんや看護師等の職員等を想定をしておるところでございます。 

 第８条の報酬及び費用弁償としましては、別に定めるとしておりますが、附則の４のところに

表のように定めるということにしています。 

 最後でございますが、附則としまして、公布の日から施行ということにしまして、基本計画を

作成した日をもってこの条例の効力を失うものというふうにしております。 
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 以上で、議案第８１号吉賀町新病院建設基本計画策定委員会条例の制定について、詳細説明を

終わります。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  確認のために、以前お聞きしたかも分かりませんが再度お聞きし

ますが、新病院の立地場所についてもこの委員会で決定をするんでしょうか、お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  お答えします。 

 立地場所についても、当然この中では少し出てくるのかなというふうには想定しております。

この中で全てが決まるかというと言われると、その進捗状況とか内容について少し決まらないと

いう場合もあるかもしれませんが、基本的にはそうしないと間に合わないというようなところも

ありますので、基本的にはそういうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  この病院の問題が出まして、やはり町民の皆さんが一番関心があ

るのが、どこに新病院ができるかということであります。ほとんどの方が我々に、新しい病院は

どこにできるのかと、今のところに解体してできるのかとか、あるいは以前も少し出ましたが、

真田グラウンド付近が中心なんでできるかとか、そういう今、町内で本当に皆さんが関心を持っ

ておられていろんな意見が出ております。 

 本当に将来にわたっての重要なことと思うんですが、その立地を決めるのにこの委員会の今構

成が出ておりますが、果たしてこれだけの委員だけで決定ということはないということはありま

すが、立地場所を決めるのに、このぐらいの人数で決めていいのかどうかというような疑問を思

うんですが、そこについてお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  お答えします。 

 立地について決めることが正しいかどうかというようなところだというふうに思っております。

当然、この策定委員会についての意見、提案をさせていただいた中で、いろいろな意見をいただ

くということで考えております。これ以上の決め方はほかにないのかなというふうには思ってお

ります。一応、一番適した場所、一番予算がかからない場所とかそういったようなところを考え

ながら、今コンサルと、それから関係者として関係者と一緒にいろいろなところで協議をした上

で、御提案のほうをさせていただきたいなというふうには思っておりますので、そういうふうに

考えております。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  くどいようですが、本当にこの立地場所については、町民の皆さ

ん、影響もあるし、それから一番関心事なんで、この委員会だけで決めるのではなくて、できれ

ば進捗状況といいましょうか、検討項目について議会のほうにも途中で報告をしていただければ、

そのことをまた町民の皆さんにも報告することができますので、委員会で突然にぽんとここに決

まったということをいきなり報告でなくて、途中経過といいましょうか、経緯といいましょうか、

それもやはり議会のほうに流していただきたいと思います。それは要望です。 

○議長（安永 友行君）  渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  ありがとうございます。そのように議会のほうでできるところ

で、途中経過も報告させていただきたいなというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第２０、議案第８１号吉賀町新病院建設

基本計画策定委員会条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第８２号 

○議長（安永 友行君）  日程第２１、議案第８２号吉賀町医師確保奨学金貸与条例の制定につい

てを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第８２号吉賀町医師確保奨学金貸与条例の制

定についてであります。 

 吉賀町医師確保奨学金貸与条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 内容につきましては、所管いたします医療対策課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  失礼します。そうしますと、議案第８２号吉賀町医師確保奨学

金貸与条例の制定について、詳細説明をさせていただきたいと思います。 

 ２ページのほうを御覧ください。 
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 この内容につきましては、全員協議会でも説明をさせていただいたところであります。 

 まず、２ページの第１条の目的としまして、町内の医療機関、この場合では公的医療機関であ

るよしか病院というふうになりますが、勤務しようとする大学医学科課程に在学する者、大学院

において医学に関する専門知識を修得する医学生等に対し、奨学金を貸与することによって、町

内における医療機関の医師の確保及び充実を図ることを目的としております。 

 第４条の奨学金の額としましては、３ページの上段のほう、表になりますが、大学医学科課程

に在学する者が月額２０万円、大学院において医学に関する専門知識を修得する者が月額が

２５万円、それと合わせて入学金となる一時金として５０万円を上限として加算した額というふ

うになります。 

 第５条の貸与期間では、貸与の決定からそれぞれの課程を終了する月までの期間としますが、

こちらについては、正規の修業年限を超えない範囲での貸与というふうになります。 

 第６条におきましては、連帯保証人１人を立てることというふうになっております。 

 続いて、４ページ目を御覧ください。 

 第９条のところです。貸与の方法としましては、第３項で規則で定める方法というふうにして

おりますが、前期分、後期分、それから一時金による計３回の交付時期を予定しておりますが、

予算の範囲内において交付するということにしております。 

 ５ページの第１２条を御覧ください。 

 こちらが返還の条項も設けておりまして、各号に規定された事由が生じれば返還をしていただ

くということになります。 

 続いて、６ページの第１４条の返還の免除を御覧いただければと思います。 

 第１項第１号及び第２号では、貸与期間の３倍の相当する期間が経過する日までの間に、貸与

期間の１.５倍に相当する期間に医師として従事した場合において、返還債務の額について全額

が免除というふうにされております。例とすれば、６年間の貸与期間であれば、３倍の１８年間

の間に１.５倍であります９年間従事すれば、全部が免除というふうになるというようなことで

す。 

 最終ページになります第１６条の委任としまして、この条例に関し必要な事項は規則で定める

ということにしておりまして、附則としましては、公布の日から施行というふうになります。 

 以上で、議案第８２号吉賀町医師確保奨学金貸与条例の制定について、詳細説明を終わらせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２１、議案第８２号吉賀町医師確保奨

学金貸与条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第８３号 

○議長（安永 友行君）  次に、日程第２２、議案第８３号吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例

の制定についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第８３号吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例の制定

についてであります。 

 吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 内容につきましては、所管いたします医療対策課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  失礼いたします。そうしますと、議案第８３号吉賀町看護職員

確保修学資金貸与条例の制定について、詳細説明のほうをさせていただきます。 

 まず、２ページの第１条の目的としましては、保健師、助産師、看護師または准看護師などの

看護職員を養成する学校または養成所に在学する者、大学院の修士課程において看護に関する専

門知識を修得しようとする者に対しての修学資金を貸与して、将来的に、町内の公的医療機関で

あるよしか病院になりますが、勤務をしていただくことで、町内における看護職員の確保及び質

の向上を図ることを目的としております。 

 ３ページの第４条の修学資金の額としましては、表のほうを御覧ください。 

 保健師・助産師・看護師の養成施設に在学する者が月額８万円、准看護師養成施設に在学する

者が月額４万円、看護師の免許を取得し修士課程において看護に関する専門知識を修得しようと

する者が月額１０万円、それと合わせて入学金となる一時金として１０万円のほうを上限として

加算した額というふうになります。 

 第５条の貸与期間では、貸与の決定からそれぞれの課程を終了する月までの期間としますが、

やはり正規の修業年限を超えない範囲での貸与というふうになります。 

 第６条では、連帯保証人１人を立てることとしております。 

 続きまして、４ページの第７条を御覧ください。 

 貸与の申請についての手続きのほうはこちらを示しております。 
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 それから、第９条の貸与の方法としましては、第３項で規則で定める方法、前期分・後期分・

一時金による計３回の交付時期のほうを予定しておりますが、やはり予算の範囲内において交付

することとしております。 

 ５ページの第１２条の返還について御覧ください。 

 こちらについても返還の条項を設けまして、各号に規定された事由が生じれば返還をしていた

だくということになります。 

 ７ページの第１４条、返還の免除を御覧ください。 

 第１項第１号及び第２号では、養成施設を卒業した日から１年以内に看護職員の免許を取得、

修士課程を終了した日から１年以内のそれぞれで公的医療機関へ規則で定める従事期間、看護職

員として従事した場合において、返還債務の額について全部が免除されます。貸与期間と従事期

間の条件等については、全員協議会で説明をさせていただきましたが、一例を示すとすれば、

４年間の貸与期間であれば、５年以上の期間従事すれば全部が免除というふうになります。 

 最終ページになります。 

 第１６条の委任として、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定め、附則として公布の日

から施行というふうになります。 

 以上で、議案第８３号吉賀町看護職員確保修学資金貸与条例の制定について、詳細説明のほう

を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第２２、議案第８３号吉賀町看護職員確保修

学資金貸与条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第８４号 

○議長（安永 友行君）  日程第２３、議案第８４号吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例の制定

についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第８４号吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例の制定

についてであります。 

 吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 
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 詳細につきましては、所管いたします医療対策課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長より詳細説明を求めます。渡邊課長。 

○医療対策課長（渡邊 栄治君）  失礼いたします。議案第８４号吉賀町医療技術者等修学資金貸

与条例の制定について、詳細説明のほうをさせていただきます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第１条の目的としましては、医療技術者等を養成する学校または養成所に在学する者に修学資

金を貸与し、将来的に町内の公的医療機関であるよしか病院に勤務していただくことで、町内に

おける医療技術者等の確保及び質の向上を図ることを目的としております。 

 第４条の修学資金の額としましては、表のほうを御覧ください。 

 医療技術者の養成施設に在学する者が月額５万円、それと合わせて入学金となる一時金として

１０万円を上限として加算した額というふうになります。 

 ３ページを御覧ください。 

 第５条になります。貸与期間では、貸与の決定からそれぞれの課程を終了する月次までの期間

としますが、正規の修業年限を超えない範囲での貸与というふうになります。 

 第６条では、連帯保証人１人を立てることとしております。 

 第９条の貸与方法としましては、第３項で規則で定める方法、前期分・後期分・一時金による

計３回の交付時期を予定しておりますが、やはり予算の範囲内において交付することとしており

ます。 

 ４ページを御覧ください。 

 第１２条の返還でございます。返還の条項も設けまして、各号に規定された事由が生じれば返

還をしていただくということになります。 

 ５ページからの、第１４条の返還の免除のほうを御覧ください。 

 ６ページになりますが、第１項第１号では、養成施設を卒業した日から１年以内に医療技術者

等の免許を取得をし、公的医療機関へ規則で定める従事期間、医療技術者等として従事した場合

において、返還債務の額について全額が免除をされます。貸与期間と従事期間の条件等について

は、全員協議会で説明をさせていただきましたが、一例を示すとすれば、４年間の貸与期間であ

れば、５年以上の期間従事すれば全額が免除となります。 

 最終ページの第１６条の委任としまして、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定め、附

則として公布の日から施行とすることにします。 

 以上で、議案第８４号吉賀町医療技術者等修学資金貸与条例の制定について、詳細説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第２３、議案第８４号吉賀町医療技術者

等修学資金貸与条例の制定についての質疑は保留をしておきます。 

 ここで昼休み休憩とします。休憩します。 

午前11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時01分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第８５号 

○議長（安永 友行君）  日程第２４、議案第８５号吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第８５号吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年吉賀町条例第２７号）の一部を別紙

のとおり改正する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします総務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第８５号吉賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例について、説明を行いたいと思います。 

 参考資料を用いて説明をさせていただきたいと思います。１ページ目ということになります。 

 条例改正に係ります新旧対照表をおつけしておるところでございます。 

 改正内容につきましては、第１７条の見出しと条文中に「、介護時間」を加えるという改正と

いうことになります。この改正理由でございますが、参考資料には示しておりませんけれども、

介護時間につきましては、第１５条の２に既に規定をしておりまして、この条文を加える改正に

つきましては、法律に基づく形で平成２８年１２月に既に行っているというところです。 

 本来、この第１５条の２を加える改正に合わせて、休暇の承認を定める第１７条にも介護時間
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を加えるべきところ、その文言がこの第１７条に加えられていないことが判明いたしましたので、

このたび改正をお願いしたいというものでございます。 

 新旧対照表、繰り返しになりますけれども、現行と改正後を比べていただきますと「、介護時

間」という、この文言をこちらのほうに挿入をするという、こういう改正ということでございま

す。 

 以上で、議案第８５号の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明がただいま終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２４、議案第８５号吉賀町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第８６号 

日程第２６．議案第８７号 

日程第２７．議案第８８号 

○議長（安永 友行君）  日程第２５、議案第８６号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてから、日程第２７、議案第８８号吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費

用弁償支給条例の一部を改正する条例についてまでを一括議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案３件について一括で上程をさせていただきま

す。 

 まず、議案第８６号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

 吉賀町職員の給与に関する条例（平成１７年吉賀町条例第４２号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 続きまして、議案第８７号吉賀町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 吉賀町長等の給与等に関する条例（平成１７年吉賀町条例第３９号）の一部を別紙のとおり改

正する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 続きまして、議案第８８号でございますが、この件につきましては、今朝ほど議案書の誤りが

判明いたしまして、差し替えをさせていただいたところでございます。大変御迷惑をおかけした

ことを、まず、おわびを申し上げておきたいと思います。 
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 それでは、改めてでございますが、差し替え分のほうを御覧いただきたいと思います。 

 議案第８８号吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を改正する条

例について。 

 吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例（平成１７年吉賀町条例第４１号）

の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一已。 

 ３件ございますが、まず、この件につきまして私のほうから少しお話をさせていただきたいと

思いますが、職員給与に関連する特別職の賞与、いわゆるボーナスの月数の取扱いとその考え方

について申し上げておきたいと思います。 

 ここ数年のコロナ禍によりまして、町内の状況といいますと御案内のとおり町民の皆さんの生

活は大変大きな影響を受けまして、地域経済も疲弊している状況でございます。こうした中では

ありますが、今年度、令和５年度当初予算につきましては、予算編成方針に基づきまして、将来

の地域医療のために必要となる財源を確保するために、単独財源となる補助金につきまして

１０％の削減目標を立て、その削減額を地域福祉基金に積み立てる内容としておりました。 

 これに対しまして、議会のほうでは反対討論において、厳しい財政運営のつけを町民に押しつ

けるべきではないという発言等を考慮いたしまして、削減額をおおむねその半分の５％程度まで

戻す方針で調整を図って、その内容で改めて御承認をいただいたところでございました。 

 しかしながら、このような予算が編成できましたのも、町民の皆さんの深い御理解と御協力の

賜物であると認識しておりまして、このことに対して改めて心から感謝をしているところでござ

います。 

 私といたしましては、地域医療を死守するためとはいいながらも、結果として補助金の削減に

より、町民の皆様に大変大きな御負担を強いることとなった事実を真摯に受け止めまして、自ら

が町民の皆様の気持ちに寄り添うという姿勢を形として示していかなければならないと考えまし

て、自らの給与につきまして、本年度１年間１０％削減することといたしました。また、特別職

であります副町長と教育長につきましてもこうした思いに御賛同いただきまして、いずれも５％

の削減について御理解をいただいたところでございます。 

 この条例案が可決されましたので、この削減額全額を補助金の削減額と同様に、地域福祉基金

に積み立てることといたしまして、今後の地域医療対策の財源として活用していくことといたし

ました。 

 こうした経過がございまして、まず、申し上げておきたいのは、本年５月の連休明けから既に

コロナ感染症に係る法律上の取扱い、５類に緩和されたところではございますが、完全終息には

至っておりません。現状において、町民の皆さんや企業の皆さんの状況は引き続き大変厳しい状
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況下にあるということでございます。 

 しかし、一方では、国の人事院による官民比較等を勘案し、特別職の国家公務員の特別給、い

わゆる賞与、ボーナスにつきましては、０.１０月分アップする内容を含む法律案が可決された

ところでございます。 

 従来はこれに準じて、吉賀町の特別職につきましても賞与の月数を改定しておりましたが、昨

年の改定におきまして、この０.０５月分を改定する条例案が否決をされました。従来の形であ

れば、特別職の賞与の月数はほかの市町村と同様に、昨年の改定分０.０５月分と本年改定分

０.１０月分の合計０.１５月分を加算した３.２５月分となるべきところでございます。 

 ただ、私といたしましては、昨年の議決状況と現在の町内情勢等を勘案いたしまして、昨年改

定分と本年改定分の合計０.１５月分につきましては加算をせず、現行の３.１０月分で据え置く

ことといたしまして、条例改正案は今定例会のほうへ議案上程しないことを決定をさせていただ

きました。 

 これによります特別職３人に係る削減効果でございますが、期末手当分といたしまして２９万

９,０９０円、共済費分で５万２,５５２円、したがいまして合計金額では３５万１,６４２円に

なります。 

 以上、特別職の賞与月数の取扱いとその考え方につきまして改めて申し上げておきたいと思い

ます。 

 それでは、ただいま上程をさせていただきました条例案の内容等あるいはその影響額等につき

まして、所管をいたします総務課長のほうから御説明をさせていただきますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長の詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第８６号吉賀町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてから説明をさせていただきます。 

 本年の人事院勧告に伴います国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じまし

て、吉賀町職員の給与に関する条例第５条に規定いたします給料表別表第２の改正、それから第

２０条に規定いたします期末手当の支給率、それから第２１条に規定する勤勉手当の支給率を改

正するものでございます。 

 勧告内容といたしましては、給料表の改正、つまり給料月額ということになりますけれども、

初任給をはじめ若年層に重点を置いた引上げとなっておりまして、全体平均では１.１％の引上

げという部分になっております。また、期末手当、勤勉手当、いわゆる賞与、ボーナスという部

分ですけれども、その支給率を年間４.４０月分から４.５０月分に引き上げ、この引上げ分の

０.１月分は期末手当と勤勉手当に０.０５月分ずつ均等に配分するという、こういう内容となっ
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ております。 

 それでは、参考資料を用いて説明をしていきたいと思います。 

 資料２ページになります。参考資料２ページの上から参ります。 

 この表につきましては期末手当と勤勉手当の改正でありまして、公布の日から施行するものと

いうふうにお読みいただければと思います。 

 まず、最初に出てまいります第２０条の期末手当であります。第２項におきまして、再任用職

員以外の職員の１２月支給率を１００分の１２０から１００分の１２５に、第３項におきまして、

定年前再任用短時間勤務職員ですけれども、以降ちょっと再任用職員というふうに読み上げてま

いります。再任用職員の１２月支給率を１００分の６７.５から１００分の７０にそれぞれ引き

上げるというものでございます。 

 それから、資料２ページの下段から次の３ページにかけてでございます。 

 第２１条に規定しております勤勉手当でありまして、第２項第１号において、再任用職員以外

の職員の１２月支給率を１００分の１００から１００分の１０５に、第２号におきまして、再任

用職員の１２月支給率を１００分の４７.５から１００分の５０にそれぞれ引き上げるものであ

ります。 

 次に、資料をちょっと進んでいただきまして１０ページ、１１ページのところを御覧いただけ

ればと思います。 

 同じくこれも、期末手当、勤勉手当の改正ということになりますけれども、施行が令和６年

４月１日からということになってまいります。 

 この改正につきましては、先ほど、それぞれ期末手当、勤勉手当の１２月支給の率を引き上げ

ると申し上げましたけれども、その引上げ部分を６月と１２月に均等配分をするという、こうい

うことでございます。 

 中身に入りますが、第２０条の期末手当につきましては、再任用職員以外の職員については

１００分の１２２.５、再任用職員については１００分の６８.７５。 

 第２１条の勤勉手当につきましては、再任用職員以外の職員については１００分の１０２.５、

再任用職員については１００分の４８.７５に改正をするというものであります。 

 先ほどの資料２ページと３ページの公布の日からの施行分、それから、今見ていただいており

ます１０ページと１１ページの令和６年４月１日からの施行分、これ共に年間の合計支給率とい

たしましては変わるものではないということで、お読み取りをいただければと思います。 

 すみません、資料戻っていただきまして４ページでございます。 

 資料４ページから９ページまででありますけれども、条例第５条に規定いたします給料表別表

第２の改正ということになっております。 
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 先ほど申し上げたとおり人事院勧告に基づく給料表の改正でありまして、初任給をはじめとい

たしまして、若年層に重点を置いた引上げというふうになっておるところでございます。 

 続いて、参考資料の１２ページを御覧いただければと思います。 

 資料１２ページでございますが、吉賀町職員の給与に関する条例の一部改正における影響額に

ついてというふうに題名を付しているものであります。 

 今回の給与改定における影響額をお示しをさせていただいておりまして、まず、（１）として

一般職についてです。 

 給与条例の改正における影響額、明細はその下に表で記載をしておりますけれども、総額とい

たしましては１,１６３万５,７８７円というふうに試算をしておるところでございます。それか

ら、（２）会計年度任用職員であります。こちらでは記載しておりますとおり代表的な職種の報

酬増加額をそれぞれ時間額でお示しをさせていただいております。さらに一般業務Ａであります

けれども、期末手当増加額を示させていただいておるところであります。 

 さらにその下であります（参考）特別職の期末手当月数というところで、文字どおり特別職の

期末手当のこれまでの取扱い、先ほどの町長の説明にもございましたけれども、その部分につい

て記載をさせていただいております。 

 令和４年度それから令和５年度、それぞれ影響額、削減額と申し上げましょうか、そうした額

が出ておりますので、記載をさせていただいておるところです。 

 なお、先ほどの町長からの説明におきましては、今見ていただいている表には、ちょっと共済

費の記載がございませんが、共済費を合わせたところでの町長の説明であったというところで見

ていただければというふうに思います。 

 すみません、それでは議案のほうに戻っていただきまして、議案の最終ページのところです。 

 附則でございます。議案の最終ページ、附則、こちらのほうに第１項から第４項まで記載をさ

せていただいております。この内容につきましては、公布の日から施行することといたしまして、

期末手当と勤勉手当の支給率を均等配分する。この改正については令和６年４月１日からで、こ

れ以外の改正については令和５年４月１日からの適用とするというふうにお読み取りをいただけ

ればと思います。 

 以上で、議案第８６号の説明を終わりたいと思います。 

 次に、議案第８７号吉賀町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、説明を

させていただきます。 

 参考資料ですけれども、１３ページになります。こちらのほうをお開きください。 

 第５条の期末手当の規定でございます。その中に職員の給与条例を引用している箇所がありま

して、当該箇所につきまして改正を行うということで、その内容を反映させるものであります。
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表が２つに分かれております。表の上段は公布の日から施行、下段は令和６年４月１日から施行

するというもので、これは、先ほど説明いたしました職員の給与条例の改正に合わせた形という

ことになっております。 

 なお、町長等の期末手当の支給率の改定を行うものではございませんので、そのようにお読み

取りをいただければと思います。 

 次に、議案第８８号吉賀町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例について説明をさせていただきます。 

 参考資料は、１４ページで。 

 この条例でいきますと第６条でございます。期末手当の規定がございまして、その中に職員の

給与条例を引用している箇所があります。当該箇所について改正を行うということから、その内

容を反映させるものであります。 

 表の上段は公布の日から施行、下段は令和６年４月１日から施行するというものでこれも職員

の給与条例の改正に合わせた形ということになっております。 

 この条例改正につきましても、議員の期末手当の支給率を改定するものではございませんので、

そのようにお読み取りをいただければというふうに思います。 

 以上で、説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  参考資料の１２ページのところでお聞きをいたします。 

 一般職の下に会計年度任用職員の分がありまして、期末手当の増加額が示されております。改

正前が２.４月、改正後は２.４５月と、一般職の場合０.１の増加で、会計年度任用職員につい

ては０.０５月というふうになっていると思いますが、会計年度の月というのが、なぜ０.０５に

なるのかということについて説明願います。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  これも人事院勧告の内容に準ずるということでございます。 

 勧告内容といたしましては、先ほど説明いたしましたとおり、いわゆる賞与部分ですけれども

０.１０月の引上げ、その０.１０月分につきましては、０.０５月分ずつ期末手当と勤勉手当に

も配分をするという内容となっています。現行、会計年度任用職員に対しましては期末手当の支

給は行っておるところです。というところで０.０５月分を引き上げていくという、こういう考

え方でございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 
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○議員（９番 藤升 正夫君）  令和５年６月９日の地方自治法の一部を改正する法律、会計年度

任用職員に対する勤勉手当の支給関係の運用についてという通知がございます。この中で会計年

度任用職員に対する勤勉手当の支給というものがありますが、これらについてはどのように考慮

されたのかをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  御質問のとおり、地方自治法の改正によりまして、会計年度任用職

員の方にも勤勉手当の支給を可能にするという法律改正がなされたところです。 

 この改正につきましては、この施行を令和６年４月１日からというところで改正がなされたと

いう内容でございます。したがいまして、現行では、期末手当のみということになりますけれど

も、この法律に準ずるという形になりますと、来年度令和６年度から勤勉手当の支給が可能とな

りますので、現在の考え方としては、会計年度任用職員さんへの勤勉手当を支給することができ

るように、これから、当然、これはまた条例改正であったり予算化であったり、そうしたものが

必要となってまいりますので、また議会のほうにお諮りをしなければならないと思います。これ

はスケジュールを想定いたしますと、来年の３月の議会になるのかなというふうに思っておりま

す。 

 現時点ではそうした考え方を持っているということで御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２５、議案第８６号吉賀町職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第２７、議案第８８号吉賀町議会議員の

議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例についてまでの質疑は保留して

おきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第８９号 

○議長（安永 友行君）  日程第２８、議案第８９号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

 本件についての提案による説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第８９号吉賀町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例についてであります。 

 吉賀町国民健康保険税条例（平成１７年吉賀町条例第６８号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 
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 詳細につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第８９号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についての詳細説明を行います。 

 このたびの改正につきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律の公布による、出産予定または出産した被保険者がいる世帯の

国民健康保険税の減額措置に伴う改正となります。 

 議案を御覧いただければと思います。 

 第２３条の国民健康保険税の減額のところに第３項を追加しております。 

 内容といたしましては、国民健康保険に加入されている世帯に出産被保険者がおられる場合、

納税義務者に対しまして、出産被保険者に係る所得割合額及び均等割額を減額いたします。 

 第２３条の３項の第１号でございます。こちらにつきましては、医療分の所得割額の減額につ

いて記載をしております。 

 その下の２号につきましては、医療分の均等割の減額につきまして記載をしております。 

 その下３号につきましては、後期高齢者支援分の所得割の減額について、その下４号につきま

しては、後期高齢者支援分の均等割の減額について、５号につきましては、介護納付金分の所得

割について。 

 次のページに移りまして、６号につきましては、介護納付金分の均等割の減額について記載を

しておりまして、どの号におきましても、出産予定月の前の月から出産予定日の翌々月までの期

間のうち、年度に属する月数を乗じた額を減額します。 

 続きまして、第２４条の３を新たに追加をいたします。この条では届出に関する事項について

記載をしておりまして、必要な届出事項や添付書類について示しております。 

 なお、この条例は令和６年１月１日から施行いたします。また、この条例による改正後の国民

健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国民健康保険税のうち、令和６年１月以降に係るもの

及び令和６年度以降の年度分の国民健康保険税について適用することとします。 

 以上、議案第８９号吉賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての詳細説明を終

わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２８、議案第８９号吉賀町国民健康保
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険税条例の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第９０号 

○議長（安永 友行君）  日程第２９、議案第９０号吉賀町町営駐車場条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９０号吉賀町町営駐車場条例の一部を改正

する条例でございます。 

 吉賀町町営駐車場条例（平成１７年吉賀町条例第２２号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 内容につきましては、所管いたします教育委員会のほうから次長のほうで御説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  それでは、議案第９０号吉賀町町営駐車場条例の一部を改正する条

例についてを説明いたします。 

 参考資料に新旧対照表がございますので御覧ください。 

 御存じのとおり、本年度、旧七日市公民館施設の解体工事を実施しております。併せまして、

解体後の跡地へ地元から要望がございました駐車場の整備を実施しております。 

 このたび本工事の完了を迎えることから、町営駐車場として新たに加えるために改正するもの

であります。 

 条例第２条の別表へ、名称を七日市栄町、位置を吉賀町七日市９４９番地１として加え、施行

期日を令和６年１月１日とするものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案に理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  この駐車場ですが、普通車とした場合に何台ほどの駐車が可能か

についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。今計画しておりますのは、普通乗用車の区画が

１６台、それから軽乗用車の区画が６台と障がい者用の区画が１台というふうに計画をしている

ところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。日程第２９、議案第９０号吉賀町町営駐車場条例

の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第９１号 

○議長（安永 友行君）  日程第３０、議案第９１号吉賀町老人福祉センター条例等の一部を改正

する条例についてを議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９１号吉賀町老人福祉センター条例等の一

部を改正する条例についてであります。 

 吉賀町老人福祉センター条例等の一部を改正する条例を制定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一已。 

 詳細につきましては、所管いたします企画課長のほうから御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。深川企画課長。 

○企画課長（深川 竜也君）  それでは、議案第９１号吉賀町老人福祉センター条例等の一部を改

正する条例について説明を行います。 

 先般の全員協議会で説明しましたように、吉賀町老人福祉センター、吉賀町長瀬峡自然公園、

吉賀町水源会館、吉賀町森林活用環境施設、吉賀町ふれあいホール、吉賀町林産物展示販売所、

吉賀町安蔵寺山登山口周辺滞在施設、吉賀町真田ポケットパーク市場、吉賀町なつめの里交流館、

吉賀町健康増進交流促進施設むいかいち温泉ゆ・ら・ら、これらの観光施設の利用料金の範囲を

改正するものです。 

 観光施設の利用料金は長期にわたって利用の範囲、言い換えますと管理者が設定できる利用料

金の上限額を改定をしておりませんでした。 

 公の施設の管理は、その管理主体を民間事業者ＮＰＯ法人等に広く開放し、民間事業者の活力

を活用した住民サービスの向上や施設管理における費用対効果の向上などが期待される指定管理

者制度に移行しております。 

 この指定管理者制度により利用料金を指定管理者が設定することができ、また周知することが

できるようになりました。しっかり運営をしていただき、その対価である利用料金も適切に設定

し、安定的な経営をしていただけるという期待があります。 

 今回観光施設としましたのは、観光という町外の方が多く利用する施設を継続していくために
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は、先ほど述べましたようなしっかり運営をしていただき、その対価である利用料金も適切に設

定し、安定的な経営をしていただくという環境整備が特に必要であると考えたためです。 

 施設によっては、町民の方の利用がほとんどである施設もありますけれども、企画課所管の観

光施設ということで対象施設としました。 

 改定の内容については、参考資料１９ページ、新旧対照表を御覧ください。 

 まず、老人福祉センターはとの湯荘の新旧対照表を記載しております。 

 全体に共通する方向性としては、近隣の施設の利用料金の範囲等も比較をして、現行料金の約

２倍ということで設定をしております。 

 はとの湯荘、ページをめくっていただきますと、２０、２１ページに料金、具体的な料金があ

りますけれども、別表中で見ると、大人４８０円を大人１,０００円といったような形で２倍程

度にしております。 

 この条例改正を行ったということで同時に、例えば、はとの湯荘の料金が２倍になるといった

ようなものではありません。今後、指定管理者の方が協議をして料金を決めていくということに

なります。また、このはとの湯荘に関しては、回数券等の明記をやめ、指定管理者の裁量の範囲

を拡大しております。 

 もう一つ、入湯税の記載を改正しております。入湯税の計算の仕方を分かりやすくするといっ

た意図です。 

 同様の改正は、むいかいち温泉ゆ・ら・らについても行っています。 

 今回の料金範囲の改正、冒頭でも読み上げました施設について、２１ページ以降新旧対照表を

掲載をしております。 

 また、２７ページ、吉賀町安蔵寺山登山口周辺滞在施設、いわゆる高尻川リバーサイドログハ

ウス村とゴギの郷ですけれども、こちらは、３０ページのなつめの里交流館と合わせて、今まで

は人数を基本とした料金体系となっておりました。 

 ２７ページでいきますと５人まで１人につき２,８６０円、それ以降、６人以上１人につき

２,３９０円といった料金体系になっておりましたけれども、１棟、棟を基本とした料金体系、

１０人まで５,０００円といったようなところで、どちらかというと棟を中心とした料金体系に

改定をしております。 

 以上で、議案第９１号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第３０、議案第９１号吉賀町老人福祉セン
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ター条例等の一部を改正する条例についての質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第９２号 

○議長（安永 友行君）  日程第３１、議案第９２号令和５年度吉賀町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９２号令和５年度吉賀町水道事業会計補正

予算（第１号）であります。 

 第１条、令和５年度吉賀町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和５年度吉賀町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 まず、収入でございます。 

 第１款水道事業収益２億４,５２０万２,０００円に２５万８,０００円を追加いたしまして、

２億４,５４６万円。第２項営業外収益１億３,６９６万１,０００円に２５万８,０００円を追加

し、１億３,７２１万９,０００円。 

 支出でございます。 

 第１款水道事業費用２億４,４５４万円に２５万８,０００円を追加し、２億４,４７９万

８,０００円。第１項営業費用２億２,４６０万７,０００円に２５万８,０００円を追加し、２億

２,４８６万５,０００円となるものでございます。 

 第３条、予算第４条本文括弧書き中、「不足する額６,５６２万７,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金６,５６２万７,０００円で補填するものとする。」を「不足する額６,２７９万

５,０００円は、過年度分損益勘定留保資金６,２７９万５,０００円で補填するものとする。」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 まず、収入でございます。 

 第１款資本的収入１億３,２４０万２,０００円に７,０８９万５,０００円を追加し、２億

３２９万７,０００円。第１項企業債４,９６０万円に４,８４０万円を追加し、９,８００万円。

第２項県補助金２,２６０万円に２,２００万円追加し、４,４６０万円。第４項工事負担金、今

回新たに４９万５,０００円を追加をいたします。 

 次に、支出でございます。 

 第１款資本的支出１億９,３８９万７,０００円に７,２１９万５,０００円を追加し、２億

６,６０９万２,０００円。第１項建設改良費７,３１８万６,０００円に７,２１９万５,０００円

を追加し、１億４,５３８万１,０００円。 
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 第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額４,９６０万円を９,８００万円に改める。 

 第５条、予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費１,７１５万

５,０００円を１,７４１万３,０００円に改める。 

 第６条、予算第９条中、１億５,１０９万９,０００円を１億５,１３５万７,０００円に改める。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町水道事業管理者岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管をいたします建設水道課長のほうから御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第９２号令和５年度吉賀町水道事業会計補正予

算（第１号）について、詳細説明をさせていただきます。 

 ページを進んでいただきまして説明書がございますが、そこを進んでいただきまして１１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。１１ページでございます。 

 収益的収入及び支出、いわゆる３条予算でございます。今回補正させていただきますのは、こ

この部分におきましては、給与改定に伴う補正というふうにお考えいただきたいと思います。 

 まず、支出のほう、下の大きな枠の中でございまして、項１営業費用、目の３総係費でござい

ます。この分につきまして、給与改定に伴います金額２５万８,０００円を計上しているところ

でございます。 

 上を見ていただきまして、収入の枠をお願いをいたします。 

 収入におきましては、項の２営業外収益、目の２他会計補助金でございます。右を見ていただ

きまして節でございます。他会計補助金２５万８,０００円、給与改定に伴います額に見合いま

すものの額を計上しているということでございます。 

 続きまして、１２ページをお開きいただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出、いわゆる４条予算でございます。この部分につきましての補正の内容、

主な補正の内容でございますけれども、今現在、水道事業を厚生労働省が所管をしております。

令和６年度からは所管が変わりまして、施設整備それから管理等におきましては国土交通省、そ

れから、水質衛生部門につきましては環境省が所管をいたします。所管替えが行われます。 

 この所管替えに伴いまして、言えば国の都合ということになりますけれども、厚生労働省のほ

うが今持っている予算を、言葉で言いますと「全部吐き出す」というような形になりまして、来

年度予算を前倒しをして補正がつきました。この関係で、今現在、大野原の布設替工事を行って

おりますけれども、その布設替工事費のほうに補正を行いたいということで、計上させていただ

くというものが主なものでございます。 

 それでは、御説明をさせていただきます。 
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 まず、支出のほうを御覧をいただきたいと思います。 

 項の１建設改良費、目の１水道施設整備費でございます。７,２１９万５,０００円の補正でご

ざいます。 

 主なものといたしましては、先ほど申しました節の２５工事請負費でございます。６,９８５万

円を計上させていただいております。この分につきましては、大野原・柿木地区の布設替工事、

管路の更新工事でございます。この部分に計上させていただきたいいうふうに考えております。

今現在、大野原ほぼほぼ終わってまいりまして、月瀬橋の辺りまで柿木側へ下がってまいりまし

た。来年度に予定をしておりますのが、向こう側、月瀬側のほうの残っております管路、それか

ら国道を下っていただきまして民家が２軒ほどございます。そこまでの管路の改良、この部分を

残すのみとなってまいりまして、この工事と併わせまして、柿木地区について工事を進めてまい

りたいというふうに考えておるところでございます。そうした費用を計上しているところでござ

います。 

 それから、節の１２その上でございます委託料１５９万円を計上しております。これは柿木地

区の設計委託、設計費でございますけれども、既に柿木地区、設計は終わっておりますが、細か

く区分けをしながら発注をしていくという数量分けができておりません。全体的に工事を全部発

注すれば、それで事が済むんでございますけれども、なかなか工事、小分けをしてまいりますと、

そうはいかないという関係で、この数量を細かく分ける作業をしたいということで、その分に係

ります経費１５９万円を計上させていただいているというところでございます。 

 その上の節７、８、１１につきましては、工事請負費に伴います事務費、この部分について計

上しているというふうにお考えを頂きたいと思います。 

 続きまして、収入の部でございます。 

 項の１企業債、目の１企業債でございます。企業債に関しましては、４,８４０万円を計上さ

せていただいております。 

 それから、その下、２の県補助金でございますけれども、ここに当たります工事請負費に当た

ります補助率で計上し、２,２００万円の計上ということでございます。 

 一番下、節の１工事負担金を計上しております４９万５,０００円でございます。防火水槽の

負担金というふうに書いておりますけれども、これは今年、現年分の工事でございまして、木部

谷の中村地区に防火水槽がございます。防火水槽はこれまで谷水が水の源になっておりまして、

この分につきまして、水道のほうに切り替え、水道から水が供給できるようにした、その工事に

対しましての負担金を所管しております総務課のほう、ここからいただいておる、その内容でご

ざいます。 

 以上、詳細説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。日程第３１、議案第９２号令和５年度吉賀町水道

事業会計補正予算（第１号）の質疑は保留をしておきます。 

 それでは、ここで１０分間休憩をいたします。 

午後１時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時07分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第９３号 

○議長（安永 友行君）  日程第３２、議案第９３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補

正予算（第１号）であります。 

 総則、第１条、令和５年度吉賀町の下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 収益的収入による支出、第２条、令和５年度吉賀町下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入でございます。 

 第１款下水道事業収益２億６,１２６万１,０００円に６１万８,０００円を追加し、２億

６,１８７万９,０００円。第２項営業外収益２億９９９万３,０００円に６１万８,０００円を追

加し、２億１,０６１万１,０００円。 

 支出でございます。 

 第１款下水道事業費用２億６,１２６万１,０００円に１２１万６,０００円を追加し、２億

６,２４７万７,０００円。第１項営業費用２億３,７２２万円に８５万６,０００円を追加し、

２億３,８０７万６,０００円。第２項営業外費用２,３４９万１,０００円に３６万円を追加し、

２,３８５万１,０００円。 

 資本的収入及び支出、第３条、予算第４条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額９,４６１万３,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９３万
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１,０００円、過年度分損益勘定留保資金１,６８５万８,０００円、当年度分損益勘定留保資金

７,６８２万４,０００円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額１億１,１８０万３,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１００万２,０００円、過年度分損益勘定留保資金１,７８１万２,０００円、当年度分損益勘定

留保資金９,２９８万９,０００円で補填するものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次の

とおり補正する。 

 収入でございます。 

 第１款資本的収入８,９９０万円から１,６４０万円を減額いたしまして、７,３５０万円。第

１項企業債２,７５０万円から１,６４０万円を減額し、１,１１０万円。 

 支出でございます。 

 第１款資本的支出１億８,４５１万３,０００円に７９万円を追加いたしまして、１億

８,５３０万３,０００円。第１項建設改良費１,４６３万６,０００円に７９万円を追加し、

１,５４２万６,０００円でございます。 

 企業債、第４条、予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。対象といたします

のは特定環境保全公共下水道事業で、２,７５０万円から１,６４０万円を減額いたしまして、

１,１１０万円といたします。 

 次のページでございます。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第５条、予算第８条に定めた議会の議

決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。 

 １、職員給与費１,０１６万８,０００円に６１万８,０００円を追加いたしまして、１,０７８万

６,０００円。 

 他会計からの補助金、第６条、予算第９条に定めた他会計からの補助金を次のとおり補正する。

他会計からの補助金１億３,８８８万円に６１万８,０００円を追加し、１億３,９４９万

８,０００円でございます。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 詳細につきましては、所管いたします建設水道課長が御説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第９３号令和５年度吉賀町下水道事業会計補正

予算（第１号）について、詳細説明をさせていただきます。 

 ページを進んでいただきまして、説明書の１４ページをお開きいただきたいと思います。収益

的収入及び支出のページでございます。 
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 収益的収入及び支出、いわゆる３条予算でございますけれども、この主な補正の内容につきま

しては、給与改定に伴います補正でございます。 

 それと併せまして、水道と一緒に下水道につきましても料金の改定を考えております。その審

議会の経費を計上させていただいておるところでございまして、詳細に説明させていただきたい

と思います。 

 まず、支出の下の大きな枠を見ていただきたいと思います。 

 項の１営業費用、目の４総係費でございます。８５万６,０００円を補正させていただくもの

でございます。 

 まず、先ほども申しましたように報酬のところを御覧いただきたいと思います。２０万

３,０００円を計上させていただいております。これは料金審議会におけます８名の方の報酬と

いうところで計上させていただきました。 

 水道の料金の改定の審議と併せまして下水のほうも行っていくという話につきましては、年度

初めの全員協議会の場で説明させていただきました。経営戦略と併せて説明させていただいてい

るところでございますけれども、実は進め方におきまして、水道の審議会を進めた後に下水道と

いうふうに考えておったんですけれども、同時に進行していくというやり方もございますので、

そういった部分に思い当たりまして、今回計上させていただいたというものでございます。この

分につきましては、また来年の１月ぐらいから始められれば、立ち上げられればというふうに考

えておりますけれども、そのところでまたもんでいきながら、終わってからやるのか、それとも

一緒にやっていこうとするのかというふうにつきましては、また改めて決めていきたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 それから、給与改定に伴います部分の手当、節のところ、手当でございます。３０万円計上し

ておりますけれども、期末手当が１４万９,０００円、勤勉手当が１３万６,０００円を計上させ

ていただいております。 

 ページを戻っていただきまして、４ページを御覧いただきたいと思います。 

 ここは、給与費明細書の部分になりますけれども、上から２段目の枠、職員手当の内訳という

部分を御覧いただきたいと思います。真ん中の行に期末勤勉手当という行がございます。比較の

部分に１２万４,０００円の計上がございます。今回の給与改定に伴います期末勤勉手当の改定

額につきましては、１２万４,０００円ということになっておるわけでございますけれども、

１４ページに戻っていただきまして、計上させていただいております金額につきましては、合計

いたしまして２８万５,０００円を計上させていただいておるところでございます。 

 これにつきましては、実は昨年のところでの引当金を計上するところで、引当金のほうに誤り

がございました。引当金は、前年度部分については当年度に出しますけれども、次の年の６月の
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一時金につきましては１２、１、２、３と引当金のほうへ引き当てておくということでございま

す。 

 その部分につきまして、新年度部分で６月の一時金を出していくという形になっておりますけ

れども、その金額に誤りがございました関係で、６月の一時金を支出いたしますと今度１２月の

一時金が不足してまいります。そうした部分も合わせて計上させていただいたということでござ

います。これにつきましては、大変申し訳ございませんでした。ということで、今回の給与改定

に併せまして、この部分につきましても補正をさせていただきたいということで、合わせまして

２８万５,０００円の計上をさせていただいておるというものでございます。 

 収入につきましては、他会計補助金、一般会計からの繰入金が６１万８,０００円。これにつ

きましては、給与改定の部分に見合う金額を収入として受けているところでございます。 

 ページを進んでいただきまして、１５ページでございます。 

 資本的収入及び支出、４条予算でございます。 

 収入、上の欄、収入でございます。企業債でございます。資本費平準化債につきましては、

１,６４０万円の減額させていただいておるところでございます。 

 これにつきましては、再計算の結果、この部分について多く計上していたということでござい

まして、その部分を減額をさせていただきたいということでございます。 

 それから、支出のほうでございます。 

 下水道施設整備費でございまして、工事請負費でございます。７９万円でございますが、これ

は農業集落排水事業に係ります柿木地区のナンバー１のポンプ所、ここにあります水位計が壊れ

ております。その部分を修繕をするという金額７９万５,０００円を計上しているというところ

でございます。 

 以上、詳細説明に代えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３２、議案第９３号令和５年度吉賀町

下水道事業会計補正予算（第１号）の質疑は保留をして、次に進みます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第９４号 

○議長（安永 友行君）  日程第３３、議案第９４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 
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○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）であります。 

 令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３万８,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億４,１５４万７,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 ２ページ、第１表の歳入歳出予算のまず歳入でございます。 

 款８繰入金、項１他会計繰入金７,７８７万９,０００円から２３万８,０００円を減額いたし

まして、７,７６４万１,０００円。これに伴います歳入合計７億４,１７８万５,０００円から

２３万８,０００円を減額し、７億４,１５４万７,０００円でございます。 

 ３ページは歳出になります。 

 款１総務費、項１総務管理費２,８５１万４,０００円から６２万５,０００円を減額し、

２,７８８万９,０００円。 

 １０諸支出金、１償還金及び還付加算金１５６万円に２７万９,０００円を追加いたしまして、

１８３万９,０００円。 

 １１予備費、１予備費６３６万３,０００円に１０万８,０００円を追加し、６４７万

１,０００円でございます。これに伴います歳出合計でございます。７億４,１７８万５,０００円

から２３万８,０００円を減額し、７億４,１５４万７,０００円となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明を申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第９４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について、詳細説明を行います。 

 予算書７ページをお開きください。 

 １款総務費、目１一般管理費、右に行っていただきまして、００１人件費についてでございま

す。８２万２,０００円のマイナスの計上でございます。こちらにつきましては、給与改定によ

る増額と職員の退職による減額によるものでございます。 

 ８ページから１２ページの給与費明細書につきましては、お読み取りください。 

 その下の００２一般管理事務費、補正額１９万７,０００円の計上でございます。会計年度任

用職員につきましては、給与改定による計上でございます。その下のソフトウエア購入費につき
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ましては、国民健康保険標準システム連携用のソフト購入費でございまして、業者とのリモート

使用のために必要となるものでございます。 

 １０款諸支出金、目３償還金、右に行っていただきまして００３償還金、国庫支出金還付金、

補正額２７万９,０００円の計上でございます。国保事業の交付金の精算額が確定したことによ

る計上でございます。 

 １１款予備費、目１予備費、補正額１０万８,０００円を計上しております。 

 以上の歳出に伴う歳入についてでございます。予算書６ページをお開きください。 

 ８款繰入金、目１一般会計繰入金、右に行っていただきまして、節２職員給与費等繰入金、補

正額６２万５,０００円のマイナス計上でございます。こちらにつきましては、歳出で御説明い

たしました人件費分と物件費分でございます。節４財政安定化支援事業繰入金、補正額１９万

８,０００円のマイナス計上でございます。その下の５その他一般会計繰入金、補正額５８万

５,０００円を計上しております。こちらにつきましては、全て金額が確定したことにより計上

をしております。 

 以上、議案第９４号令和５年度吉賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の詳細説

明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようです。日程第３３、議案第９４号令和５年度吉賀町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３４．議案第９５号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第３４、議案第９５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療

保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保

険事業特別会計補正予算（第２号）であります。 

 令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６,３０３万

６,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
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算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 おめくりいただきまして、２ページでございますが、「第１表歳入歳出予算補正」の歳入でご

ざいます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金１億８,７４０万８,０００円から１,３００万１,０００円を

減額いたしまして、１億７,４４０万７,０００円。 

 ６諸収入、５雑入３１８万４,０００円に１,３００万１,０００円を追加いたしまして、

１,６１８万５,０００円でございます。これに伴います歳入合計でございますが、相殺をいたし

ておりますので、補正前の額２億６,３０３万６,０００円、補正後においても同額となります。 

 事項別明細書以降につきましては、担当いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第９５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険

事業特別会計補正予算（第２号）について、詳細説明を行います。 

 予算書の４ページをお開きください。 

 このたびの歳入のみの計上となります。 

 ４款繰入金、目６療養給付費負担金、右側に行っていただきまして、節１療養給付費負担金。

療養給付費につきましては、補正額△１,３００万１,０００円を計上しております。 

 その下の６款諸収入、目５雑入、右側に行っていただきまして、節１雑入、補正額１,３００万

１,０００円を計上しております。令和４年度の療養給付費負担金の額確定によるもので、広域

連合からの還付とその還付による繰入金の調整による計上でございます。 

 以上、議案第９５号令和５年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）の

詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようです。日程第３４、議案第９５号令和５年度吉賀町後期

高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第２号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．議案第９６号 

○議長（安永 友行君）  日程第３５、議案第９６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 
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 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）であります。 

 令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万６,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７,４０４万７,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表の歳入歳出予算補正の歳入でございます。 

 款７繰入金、項１他会計繰入金２億１,３１９万円に１０万３,０００円を追加し、２億

１,３２９万３,０００円。 

 ９諸収入、２雑入３２９万８,０００円に７０万３,０００円を追加し、４００万１,０００円。

これに伴います歳入合計でございます。１１億７,３２４万１,０００円に８０万６,０００円を

追加し、１１億７,４０４万７,０００円でございます。 

 次のページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費５,０３５万３,０００円に２２万５,０００円を追加し、

５,０５７万８,０００円。３介護認定審査会費１,４７７万６,０００円に２３万２,０００円を

追加し、１,５００万８,０００円。 

 ５地域支援事業費、３包括的支援事業・任意事業費１,１５５万８,０００円に３４万

９,０００円を追加し、１,１９０万７,０００円。これに伴います歳出合計でございます。

１１億７,３２４万１,０００円に８０万６,０００円を追加し、１１億７,４０４万７,０００円

となるものでございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長のほうから御説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。中林保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中林知代枝君）  それでは、議案第９６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）について、詳細説明を行います。 

 予算書の７ページをお開きください。 

 歳出のほうから説明をさせていただきます。 

 １款総務費、目１一般管理費、右に行っていただきまして、００１人件費、補正額２２万

５,０００円。 
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 その下の目１認定調査費、右に行っていただきまして、００３認定調査費、補正額２３万

２,０００円の計上でございます。こちらにつきましては、給与改定による増額でございます。 

 ８ページから１２ページの給与費明細書につきましては、お読み取りをください。 

 予算書７ページで、５款地域支援事業費、目５任意事業費、右側に行っていただきまして、節

１２委託料、００３食の自立支援事業費、その下の業務運営関係委託料、補正額２６万５,０００円

の計上でございます。こちらにつきましては、食数の増加による増額でございます。その下の庁

用器具費、補正額８万４,０００円の計上でございますが、こちらにつきましては、食数の増加

によりコンロを設置する台が必要になったために計上をしております。 

 以上の歳出に伴う歳入についてでございます。予算書６ページをお開きください。 

 ７款繰入金、目１一般会計繰入金、右側に行っていただきまして、節４職員給与費等繰入金、

補正額２２万５,０００円。その下の節５事務費繰入金、補正額２３万２,０００円につきまして

は、歳出で御説明をさせていただきました給与改定による人件費分でございます。その下の節

６その他繰入金、補正額△３５万４,０００円。 

 それから、その下の９の款諸収入、目４雑入、右側に行っていただきまして、節１雑入、任意

事業負担金、補正額７０万３,０００円でございます。こちらにつきましては、歳出で御説明を

させていただきました食の自立支援事業費で、増加による利用者料の計上でございます。 

 以上、議案第９６号令和５年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の詳細説明を

終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３５、議案第９６号令和５年度吉賀町

介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．議案第９７号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第３６、議案第９７号令和５年度吉賀町小水力発電事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９７号令和５年度吉賀町小水力発電事業特

別会計補正予算（第３号）であります。 

 令和５年度吉賀町小水力発電事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,１８２万１,０００円
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とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表の歳入歳出予算補正の歳出でございます。 

 款１総務費、項１施設管理費３,９８４万９,０００円に１２万９,０００円を追加いたしまし

て、３,９９７万８,０００円。 

 ７予備費、１予備費６９万１,０００円から１２万９,０００円を減額し、５６万２,０００円。

これに伴います歳出合計でございます。予算間での流用となりますので、予算的には相殺をされ

ることになりまして、補正前、補正後におきましては、いずれも６,１８２万１,０００円となり

ます。 

 ４ページにお進みを頂きたいと思います。歳出の事項別明細でございます。 

 今回の補正につきましては、ほかの会計でもありますように、給与改定に伴いますその財源、

これを予備費から充用するというものでございます。 

 ３歳出でございます。 

 １款総務費、１項施設管理費、目１一般管理費２,０５０万９,０００円に１２万９,０００円

を追加いたしまして、２,０６３万８,０００円となるものでございます。内訳といたしましては、

報酬が３万７,０００円、給料が１万６,０００円、職員手当等が６万５,０００円、共済費が

１万１,０００円ということでございます。内訳につきましては、５ページから９ページに掲載

をしております給与費明細のほうで内容の御確認をいただきたいと思います。 

 続きまして、下段の７款、予備費でございます。１項予備費、目１予備費６９万１,０００円

から１２万９,０００円を減額いたしまして、５６万２,０００円とするものでございます。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  本案については、詳細説明はありませんので、説明については終わり、

これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３６、議案第９７号令和５年度吉賀町

小水力発電事業特別会計補正予算（第３号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．議案第９８号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第３７、議案第９８号令和５年度吉賀町一般会計補正予

算（第６号）を議題とします。 
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 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第９８号令和５年度吉賀町一般会計補正予算

（第６号）であります。 

 令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億２,６１２万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億５,９６９万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の補正は「第５表地方債補正」による。 

 令和５年１２月６日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、１ページは、第１表の歳入歳出予算補正の歳入でございます。 

 款１０地方交付税、項１地方交付税３６億６,４５１万３,０００円に４,９４０万２,０００円

を追加し、３７億１,３９１万５,０００円。 

 １２分担金及び負担金、１分担金２,０１２万６,０００円から４５１万３,０００円を減額し、

１,５６１万３,０００円。 

 １４国庫支出金、１国庫負担金３億９,９６６万９,０００円に３３９万９,０００円を追加し、

４億３０６万８,０００円。２国庫補助金４億１,０６８万６,０００円に１億５,４８６万

６,０００円を追加し、５億６,５５５万２,０００円。 

 １５県支出金、２県補助金３億７,６３３万５,０００円から２,８４８万６,０００円を減額し、

３億４,７８４万９,０００円。 

 １８繰入金、２基金繰入金４億９,７８９万７,０００円に１億１,８６８万６,０００円を追加

し、６億１,６５８万３,０００円。 

 ２０諸収入、５雑入４,７２２万７,０００円に６６万８,０００円を追加し、４,７８９万

５,０００円。 

 ２１町債、１町債１０億６,３２９万８,０００円に３,２１０万円を追加し、１０億９,５３９万

８,０００円。これに伴います歳入合計であります。７９億３,３５６万８,０００円に３億

２,６１２万２,０００円追加し、８２億５,９６９万円となるものでございます。 

 次は、歳出でございます。 

 款１議会費、項１議会費７,２６４万９,０００円に２２万７,０００円を追加し、７,２８７万

６,０００円。 

 ２総務費、１総務管理費９億８,０３５万１,０００円に３,８９３万５,０００円を追加し、

１０億１,９２８万６,０００円。２徴税費４,３６４万８,０００円に７３万円を追加し、
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４,４３７万８,０００円。３戸籍住民基本台帳費２,１０２万２,０００円に４１万３,０００円

を追加し、２,１４３万５,０００円。 

 ３民生費、１社会福祉費１２億１,３５２万６,０００円に８,７１５万２,０００円を追加し、

１３億６７万８,０００円。２児童福祉費５億３,７２０万１,０００円に６０９万１,０００円を

追加し、５億４,３２９万２,０００円。３生活保護費７,４２０万８,０００円に８８３万

５,０００円を追加し、８,３０４万３,０００円。 

 ４衛生費、１保健衛生費５億８,７５０万１,０００円に１億５５５万８,０００円を追加し、

６億９,３０５万９,０００円。２清掃費１億８,０８１万円に４１万９,０００円を追加し、１億

８,１２２万９,０００円。３水道事業費１億５,１０９万９,０００円に２５万８,０００円を追

加し、１億５,１３５万７,０００円。 

 ６農林水産業費、１農業費５億７７０万円に２３８万２,０００円を追加し、５億１,００８万

２,０００円。２林業費３億１,９５６万２,０００円に６１万３,０００円を追加し、３億

２,０１７万５,０００円。 

 ７商工費、１商工費１億８,２１５万９,０００円に５,２０４万２,０００円を追加し、２億

３,４２０万１,０００円。 

 ８土木費、１土木管理費２億７,４３５万４,０００円に１５１万１,０００円を追加し、２億

７,５８６万５,０００円。２道路橋梁費３億４,２７１万９,０００円に８万１,０００円を追加

し、３億４,２８０万円。 

 ９消防費、１消防費５億６,４６３万５,０００円に１５７万５,０００円を追加し、５億

６,６２１万円。 

 １０教育費、１教育総務費２億７,６２０万２,０００円に１９３万４,０００円を追加し、

２億７,８１３万６,０００円。２小学校費８,９５４万６,０００円に１,５２６万５,０００円を

追加し、１億４８１万１,０００円。３中学校費４,９７８万８,０００円に６９万５,０００円を

追加し、５,０４８万３,０００円。４社会教育費１億９,７１８万６,０００円に１２６万

９,０００円を追加し、１億９,８４５万５,０００円。５保健体育費６,２３５万１,０００円に

１３万７,０００円を追加し、６,２４８万８,０００円。これに伴います歳出合計でありますが、

７９億３,３５６万８,０００円に３億２,６１２万２,０００円を追加し、８２億５,９６９万円

となるものでございます。 

 続きまして、５ページの「第５表地方債補正」であります。 

 起債の目的、１合併特例事業債、補正前の限度額４億７,８６０万円を５億１,０７０万円と変

更するものでございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前後で変更ございませんので、お
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読み取りを頂きたいと思います。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説明を申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第９８号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第

６号）について説明をさせていただきます。 

 最初に、予算書は進んでいただきまして、２８ページをお開きいただければと思います。予算

書の２８ページでございます。ここからが、給与費明細書を記載をさせていただいております。 

 ２８ページの上段、１特別職の表、これのちょうど下ですけれども、比較の欄に数字が入って

いるところがあろうかと思います。職員数について、その他の特別職、１０報酬について２８万

７,０００円の数字があろうかと思います。この内容について御説明をさせていただきます。 

 内容的には３つございまして、１つが、成年後見人等受任調整委員が４名でして１５万

２,０００円。それから２つ目として、新病院建設基本計画策定委員会委員が６人で１１万

４,０００円。それから教育委員で、これが２万１,０００円であります。こうした内訳となって

おります。後ほど、それぞれ歳出予算のところで出てまいりますので、そのときにもまた説明を

させていただきたいと思います。 

 それから、２８ページの下段です。２一般職、（１）総括の表を見ていただければと思います。 

 まず、職員数のところに１減というところで数字があろうかと思います。これは職員の退職に

伴うものです。それからここの欄ですけれども、それぞれに数字が入ってあろうかと思いますけ

れども、主だったところを申し上げますと、今回の給与改定に伴う部分、それからこれまでの人

事異動、退職も含みますが、そうしたものを反映させていただいているということでございます。 

 ２９ページ以降にその内容について幾らか示しておりますので、御確認を頂ければというふう

に思います。 

 それでは、歳出予算から説明してまいります。 

 予算書は戻っていただきまして、１１ページをお開きください。予算書１１ページの下段です。 

 総務費、総務管理費、１一般管理費、００２一般事務事業費でございます。報奨金として９万

１,０００円の予算計上がございます。内容といたしましては、これは激励費でございます。全

国大会であったり、中国大会であったり、スポーツがよくあるケースですけれども、そうした大

会に出場するという方々に、幾らかの費用をお渡しをしているというところがあります。今年度

については、そうした方々が例年になく多いという状況もございまして、今回これからのことも

考えまして予算計上させていただいております。 

 それから、その下の業務運営関係委託料７２万６,０００円でございます。これは、多岐にわ
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たってマイナンバー法の分野がいろいろな分野ごとに事務的にも進められております。それを進

める中で、一定、町の例規にどれほど影響があるのかというところを点検をしたいというふうな

考えを持っておりまして、例規のそうした点検整備の支援業務を委託をしたいというものでござ

います。その部分での予算計上でございます。 

 それでは、次のページに移ります。１２ページです。中ほどの５財産管理費でございます。 

 まず、００２財産管理総務費というところで、消耗品３２６万４,０００円の減額があろうか

と思います。内容といたしましては、今年度、消火器の更新事業を行ったところです。結論から

いうと、これは入札減を今回減額させていただくというものでございます。 

 それから、下がっていただきまして、００６普通財産管理費の改修工事費５０万円の予算計上

があろうかと思います。これにつきましては大変申し訳なかったんですが、当初予算で六日市地

内の新町駐車場のフェンスの修繕を行うということで予算計上させていただいておったところな

んですが、いよいよ工事の手続きに入る直前になりまして、その見積りに、数字に誤りがあった

というところで、その不足が判明いたしました。その部分について予算計上させていただいたも

のでございます。 

 それから、その下の維持管理工事費６６万円の予算計上があろうかと思います。これについて

は支障木の伐採でございます。支障となる木の伐採ということで、場所につきましてはみろく公

園がありますが、そちらに進入路、これは上り坂になっております。その進入したところの右手

ののり面の部分なんですが、これ町有地になっておりまして、そこの立木が隣接している民家の

ほうの建屋に非常に近くなっているというか、接触するというような状況もございまして、そち

らの民家の方からお話がありまして、これを伐採をしたいというものでございます。 

 それから、その下です。００２財産管理総務費というところで、そのさらに下ですけども指定

管理施設等光熱費高騰対策補助金、そこの下を少し飛ばしていただきますと、今度は保健福祉課

の財産管理総務費、さらにその下、産業課の財産管理総務費、次のページに行っていただきまし

て、１３ページの右上になりますが教育委員会の財産管理総務費、これ全て、指定管理施設等光

熱費高騰対策補助金ということでございます。ここの部分につきましては資料がございまして、

参考資料の３４ページを御覧いただければと思います。 

 参考資料の３４ページ、見ていただきますと、今、予算書のところで申し上げました所管、そ

れから各施設、さらには補助金の金額を一覧表にしたものでございます。この補助金につきまし

ては、さきの９月定例会において一旦提出をさせていただいたものではありますけれども、その

部分について、今回改めて予算計上させていただいたということでお読み取りをいただければと

いうふうに思います。９月時点から若干数字が変更になっているかと思います。主たる理由とい

たしましては、当然この数字の再計算もそれぞれで行ったわけなんですけれども、その９月定例
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会に提案する時点での、数字の見込みから、その後、国におかれましては特に燃料費関係の物価

高騰分について、価格高騰について抑制を引き続きかけられたというような状況もありまして、

そうしたものを加味した上で、改めて今回計算し計上させていただいたというものでございます。 

 それでは、予算書に戻っていただきまして、予算書は１３ページの上の部分です。８電算管理

費でございます。００３機関系システム運営管理費、システム改修委託料の予算計上があろうか

と思います。ここは２つのシステムの改修が含まれております。 

 １つ目が、氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修でございます。ごく簡単に申し上げます

けれども、振り仮名の記載を戸籍の記載事項として入れると、それから住民基本台帳、ここにも

振り仮名の記載を項目として入れるというような、これは国の法律というところの変更に伴うも

のでありますけれども、そうしたものが要請されておるところでございます。それに向きまして

予算的には３３９万５,５００円というシステム改修料を計上しておるところでございます。 

 それからもう一つの内容ですけれども、税制改正に伴うシステム改修であります。森林環境税

の創設についてということで、１２月１日の全員協議会で、これは税務住民課が説明させていた

だいたところでありますけれども、その税制改正に関連してシステムの改修が必要となるという

ものでございます。金額にいたしますと３４１万５,５００円の予算計上合わせて６８０万

９,０００円ということで計上させていただいておるというものでございます。 

 それから、下がっていただきまして１３の定住推進費です。００２定住推進費の民間賃貸住宅

建設補助金７００万円の減額がしてございます。これは当初予算、同額を計上いたしておったわ

けなんですけれども、この時期になりまして、今年度中の申請についてはないであろうというと

ころであります。この部分については新築を対象にした補助金ということになりますので、時期

的にもなかなか厳しいものがあるというところもありましてこれは全額減額をさせていただきま

した。 

 それから、その下の民間賃貸住宅等整備補助金であります。２,０３０万円の予算計上ですが、

この内容につきましては１２月１日、全員協議会におきまして企画課から一定説明をさせていた

だいたものでございます。その内容を反映させたものとしてお読み取りをいただければと思います。 

 さらにその下です。１４生活安全対策費、００３地域公共交通対策費であります。萩・石見空

港利用促進事業補助金６０万円の予算計上があろうかと思います。この部分につきましては、片

道３,０００円、当然往復が６,０００円ですけれども、萩・石見空港の利用をしていただいた方

に補助金を交付しているところでございます。その部分につきまして、これから年末年始、それ

から年度末、そうした時期も迎える中で予算的な不足が予測されることから計上させていただい

たものです。 

 それから、その下の公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業補助金２７万２,０００円
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です。これにつきましては、９月補正におきまして、既に上半期分の予算については計上済みの

ものであります。これは島根県との共同事業のような形を取っておりますけれども、県におかれ

ましては今年度下半期もこの制度を延長させるというふうなことになりましたので、それに連動

して下半期分の予算計上をさせていただいたというものであります。いわゆるタクシー事業者さ

んへの燃料高騰分の補助というふうにお読み取りをいただければと思います。 

 それでは、進んでいただきまして１５ページであります。民生費、社会福祉費、１社会福祉総

務費の００６成年後見支援事業費です。成年後見人等受任調整委員１５万２,０００円、それか

ら報償金１５万２,０００円の減額、同額で増減をかけているものです。これは、先ほど給与費

明細書で申し上げたところがここに出てまいりました。それではこの部分につきましては、いわ

ゆる附属機関の見直しをする過程におきまして報償金を計上しておった部分、これを報酬に切り

換えさせていただくというものであります。附属機関の見直し点検による組み替えが必要だとい

うふうに考えますので、今回予算を、計上いたしたものです。 

 それから、その下の０１２電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費、総額で

８,５７０万４,０００円の予算計上があろうかと思います。これにつきましては資料がございま

す。資料３５ページと３６ページであります。これについては、この直前といいますか、国の総

合経済対策、これが追加されたことに伴う、いわゆる７万円の給付事業に係る予算ということで

見ていただければと思います。 

 それで、資料３５ページと３６ページにつきましては、左上に前回資料Ｒ５.３.２２送付とい

うふうに書いてあるかと思いますが、これは３万円給付のときに国が示した資料をおつけしてお

りますので、ここで書かれている、資料３５ページの下に算定方法①（低所得世帯支援枠）住民

税非課税世帯１世帯当たり、資料では３万円というふうになっているかと思いますけれども、こ

れは７万円というふうに読み替えていただければと思います。事業の組み立ても基本的には変わ

っておりませんので、ちょっと申し訳なかったですけども、こういう資料を提示させていただい

ております。７万円の給付事業に係るものということでございます。 

 予算書、すみません、戻っていただきます。１５ページの下になります。３高齢者福祉施設費

です。００２老人福祉センター管理費修繕料１７０万３,０００円の予算計上です。内容につい

てですけれども、これは施設ははとの湯荘でございまして、そこにあります、除じん機の老朽化

等に伴いまして、除じん機の取り替えが必要となっていまいりましたので、その部分で予算計上。

加えて、いわゆる通常修繕分というふうにいっていますけれども、幾らか修繕が、毎年、毎時期

かかるものがあります。今年の修繕の状況から、幾らかちょっと不足が予測される部分もござい

まして、合わせて１７０万３,０００円の予算計上をさせていただきました。 

 それから、その下の００４デイサービスセンター管理費、修繕料と庁用器具費が記載をしてお
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ります。施設は六日市デイサービスセンターです。これは、共に六日市のデイサービスセンター

です。修繕料については地下タンクのマンホールの蓋ですけれども、これもまた老朽化が目立っ

たものでして、ちょっと危険なところがありますから、そこを取り替えたいというもの、それか

ら庁用器具費に関しては、これは石油ファンヒーターを買い換えると、こういう内容になってお

ります。 

 それから、次のページに進んでいただきまして、予算書１６ページの上ですけれども、４障が

い者福祉費です。００５自立支援給付事業費、システム改修委託料があろうかと思います。これ

につきましては、令和６年度障がい福祉サービスの報酬改定、これに伴うシステム改修が必要と

いうところで委託料の予算計上でございます。 

 それから、その下、００３特別障がい者手当費、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、それ

ぞれ予算計上してありますけれども、これは受給者の増加が見込まれるというところで予算計上

をいたしております。 

 次のページに進みます。予算書は１７ページでございます。 

 民生費、児童福祉費、２保育所費、００２保育所総務費、保育施設物価高騰対策応援金

１０５万８,０００円になろうかと思います。これも文字どおり、物価高騰等でいろいろな影響

を受けているというところで、町内の４つの保育所に対して支援金を補助するという内容になり

ます。町内の４つの保育所ですので、双葉保育所、六日市保育所、七光保育所、かきのき保育所

にそれぞれ対するものでございます。この数字の算式なんですけれども、各保育所に対して定額

部分として１２万円、それから定員分として、その保育所の定員、これに応じて金額をはじきま

して、支援金をお渡しをするという、こういう内容となっております。 

 それから、その下でございます。３放課後児童対策費、００２放課後児童対策事業費、業務運

営関係委託料１８７万２,０００円があろうかと思います。内容につきましては放課後児童クラ

ブの国の基準額の変更に伴うものというふうにお読み取りをいただければと思います。 

 それから、次のページに進みます。１８ページです。中段から下になります。衛生費、保健衛

生費、１保健衛生総務費、００５地域医療対策費です。総額で１億２４８万９,０００円の予算

計上があろうかと思います。 

 まず、新病院建設基本計画策定委員会委員です。それから報償金というところがあろうかと思

います。この部分につきましては、さきに議案も上程させていただいたところがありますけれど

も、この委員会の委員に対する報酬というもので予算計上しています。報償金が２０万８,０００円

の減額というふうになっておりますけれども、この部分につきましては、もともと新病院建設基

本計画策定委員の予算が１１万４,０００円あったというところ、それからもう既にその任は終

えているところですけれども医療法人設立検討委員会、これの予算残として９万４,０００円が
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ありましたので、それを今回併せて減額をするという内容となっております。 

 それから、修繕料の１００万円であります。これにつきましては、公設民営化に伴いまして、

例えばなんですけれども、システム改修に伴って施設内の配線を修繕するとか、そうした内容を

想定しているわけなんですけれども、現六日市病院施設内における修繕が幾らか必要であろうと

いう見込みの中から、今回１００万円の予算計上をさせていただいているというものであります。 

 それから、その下の調査分析委託料です。１５７万３,０００円。これは、これまでにも説明

させていただきますけれども、新たな会計、公営企業会計という取り扱いになりますけれども、

病院事業会計を取り入れるということになってまいります。その会計を取り入れるに当たりまし

て、指導助言業務を、いわゆる専門家の方に委託をしたいというものでございます。 

 その下の公営企業会計出資金１億円の予算計上があろうかと思います。この部分については参

考資料がありますので、そちらで説明をさせていただきます。 

 参考資料は３７ページをお開きください。今、予算書で申し上げました公営企業会計出資金

１億円の説明ということでございます。タイトルといたしましては吉賀町病院事業会計への出資

金ということで、まず最初に、（１）として一般会計、病院事業会計及び医療法人会計の関係と

いうふうに記載をしております。予算書に出てきた出資金というのは、一番左側の一般会計の部

分ということになります。その１億円がどのような流れになるのかというのが、この図で表して

いますけれども、病院事業会計のほうに移っていきます。病院事業会計でいいますと他会計出資

金として収入になり、そして診療報酬交付金として、これを支出いたします。その支出先といた

しましては、医療法人会計の方に支出をするという、こういう流れということになります。 

 会計間の関係を今申し上げたところですけれども、それを踏まえた上で（２）を見ていただけ

ればと思います。病院運営における診療報酬の流れと補正予算というところです。これはちょっ

と読み上げますけれども、病院運営において自己負担分を除く医療費は１か月ごとに社会保険診

療報酬支払基金を通して健康保険組合に請求します。支払基金において請求明細書を確認し、診

療月の２か月後に保険者に請求、この診療報酬が保険者から支払基金、支払基金から病院に支払

われることになります。このため病院事業会計では、当月発生する医業費用に対する診療報酬収

入が原則２か月遅れで入ってくることとなり、その間の支出に対応する資金の保有が必要となっ

てまいります。 

 なお、一時借入金での対応もできますが、年度末には全額精算しなければなりませんので、結

果として自己資金が必要となるというふうなことになります。この資金につきまして、一般会計

から病院事業会計への出資金として、このたび予算計上をしておるというものです。 

 さらにその下です。（３）吉賀町病院事業会計における必要資金の試算でございます。１億円

の大まかな根拠を示させていただいております。吉賀町病院事業会計（よしか病院）の運営にお
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ける診療報酬２か月分に相当する必要資金等を下記のとおり試算をしたところです。 

 ①支払基金からの診療報酬によるものを、年間診療収益見込み（自己負担を含むもの）で約

７億円、保険者負担割合８０％で試算、それから１か月当たり診療報酬収入を約４,７００万円、

必要資金として２か月分相当を約９,４００万円ということで見込んだところでございます。 

 それから、②その他によるものとして支払基金からの診療報酬のほか、自己負担の納付遅れや

第三者請求による収入時期の繰り延べ等が生じることもあるから、これらに必要な資金も計上を

しております。これの必要資金として６００万円、合計、必要資金として１億円というこういう

試算でございます。この金額について、このたび出資金として予算計上しておるというところで

お読み取りをいただければというふうに思います。 

 すみません、ちょっと長く説明しましたが、予算書のほうに戻っていただきたいと思います。 

 予算書は１９ページに移ります。１９ページの中段からちょっと下です。衛生費、清掃費、

１清掃総務費、００２清掃総務費、一般廃棄物収集運搬業者燃料費支援事業補助金４１万

９,０００円の予算計上です。内容につきましては、可燃ごみ、不燃ごみ、さらに資源ごみの収

集運搬業者さんに対する補助金でございます。文字どおり、燃料高騰の影響を受けているであろ

う、その部分について補助金を支出をさせていただきたいという、こういう内容であります。令

和３年４月と令和５年の上半期の状況、そうしたものを比較した上で、そこの軽油価格で算定い

たしましたが、そこの上昇分について補助をするというところでございます。 

 それでは、次のページに進んでいただきます。２１ページにお進みください。農林水産業費、

農業費、４農業振興施設費です。００３農業振興施設管理費、光熱水費５２万円の予算計上があ

ろうかと思います。これは施設でいいますと地域食材供給施設、道の駅かきのきむらであります

けれども、ここの電気代の支払いについては一旦役場が支払って、その部分を指定管理者から受

け取るという、こういう方式を取っておる関係で、その部分について予算計上いたしたというと

ころであります。 

 進んでいただきまして、次の２２ページです。中ほどのところになります。商工費、商工費、

１商工振興費です。００２商工振興総務費、まず物価高騰等対策経営継続補助金１３０万

３,０００円の予算計上がございます。これにつきましては、この補助金について、いわゆる精

算といいますか、事業の終結というふうに区切らさせていただいて予算残の部分については、こ

こで一旦減額をさせていただいております。 

 それから、その下の２つです。物価高騰等対策経営継続支援金、物価高騰等対策特別支援金。

これにつきましては１２月１日の全員協議会で、産業課が説明させていただいた部分でございま

す。内容についてはその部分がここに含まれてくるというところでお読み取りをください。 

 それから、その下です。２観光費、００６健康増進交流促進施設整備事業費、改修工事費と補
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償金、それぞれ予算計上いたしております。施設としては「むいかいち温泉ゆ・ら・ら」でござ

います。 

 改修工事費の内容を申し上げますと、浴槽の改修工事を行いたいというものであります。浴槽

が大きく分けて２つあるかと思うんですけれども、片方は下から泡が出るタイプの浴槽になって

おりますけれども、そこの泡が出る部分については今ちょっと故障して、泡は出ませんが、この

際、その泡が出るというのを廃止をするということです、なくすという内容でございます。 

 それから、その下の補償金ですけれども、これはもう既にこれまでにも説明させていただいて

おったところですけども、ろ過器の改修工事を行っております。そのときに休業をしていただく

ということが発生いたします。それに対する休業補償の部分での予算計上でございます。 

 それでは、進んでいただきまして２４ページです。中ほどに消防費、消防費、３消防施設費、

００２消防施設管理費、水道受益者分担金４９万５,０００円があるかと思います。これにつき

ましては、先ほどの水道事業会計で建設水道課長が説明させていただきました木部谷の中村地内

にあります防火水槽に水道管を接続したという、こういう説明をさせてもらいましたけれども、

それに係る部分というところでお読み取りをください。 

 それから、その下に行きます。今度は教育費に入ります。教育費、教育総務費、１教育委員会

費、００２教育委員会費、教育委員で２万１,０００円。これは給与費明細書のところでも触れ

ました。今年度、教育委員の交代がございましたので、その部分についての予算計上というとこ

ろでお読み取りください。 

 次のページに行きまして２５ページに入ります。教育費、教育総務費、２事務局費で００７特

別支援教育事業費、庁用器具費として３３万８,０００円の予算計上があろうかと思います。こ

れにつきましては、吉賀中学校におきまして特別支援学級、これは次年度もにらんだ形になりま

すけれども、特別支援学級の開設準備が必要であろうというところで必要な教材について購入を

させていただきたいというものでございます。 

 それから下がっていただきまして教育費、小学校費、１小学校管理費、００３小学校事務局管

理費、図書交流費として１,４４９万３,０００円の予算計上があろうかと思います。内容につき

ましては、令和６年度から使用いたします教師用の指導書、それから教科書、これの購入費とい

うところでお読み取りをいただければと思います。 

 歳出予算について、主立ったところを今説明をさせていただきました。 

 それでは次に、歳入予算のほうに移ります。 

 すみません、また戻っていただきまして、８ページでございます。 

 まず、８ページの上からまいります。地方交付税、１地方交付税地方交付税、普通交付税での

予算計上があろうかと思います。今回の補正予算に合わせまして、当初の決定額を今回は全額計
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上させていただいたものでございます。普通交付税の算定額といたしましては３２億７,７３１万

２,０００円ということになってまいります。 

 それから、その下の特別交付税の部分でございます。これは予算調整といいますか、そうした

部分も含まれますが、特に大きいのは民間賃貸住宅建設補助金、これを減額させていただきまし

たけれども、そうしたものの影響で今回減額をしているというところでございます。 

 それから、その下です。分担金及び負担金、分担金、５農林水産業費分担金、農村地域防災減

災事業費分担金でございます。４５１万３,０００円の予算計上があります。現場といたしまし

ては真田の田丸地内、それから注連川地内であります。両地区とも水路改修に関連する部分であ

りまして、田丸においては負担金について、当初、予算計上しておったところなんですけども、

結果として、そこの部分が不用という形になったので、そこを減額をいたしたところでございま

す。一方、注連川においては、その負担金の予算計上について、今回計上させていただいたとい

うものでございます。そうした内容が含まれているというところでお読み取りをください。 

 それから、その下です。国庫支出金、国庫負担金、１民生費国庫負担金、特別障がい者手当等

給付費負担金、その下の生活保護費負担金、この２つにつきましては、先ほど歳出のところで障

がい者福祉費、あるいは生活保護総務費のところで出てまいりました。そちらのほうの財源とい

いますか、そうしたものになるというところでお読み取りをください。 

 それから、１つ飛ばして、予算書８ページの一番下です。国庫支出金、国庫補助金、総務費国

庫補助金でございます。まず、社会保障・税番号制度システム整備費補助金３３９万４,０００円、

これにつきましては電算管理費のところで説明をいたしました氏名の振り仮名法制化に伴うシス

テム改修に係る財源となるものでございます。 

 それから、その下の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億４,８８４万

５,０００円、これにつきましては、内容が幾つかこの中には入ってきております。先ほど歳出

のところで、特に物価高騰に関して、歳出予算を組まさせていただきたいということで説明させ

ていただきました。そうしたものと、それから７万円給付の部分、これらが合わさって、こちら

に入ってきているというところでお読み取りをいただければと思います。 

 次のページに行っていただきます。９ページに入ります。上から国庫支出金、国庫補助金、

２民生費国庫補助金です。それぞれ説明欄に記載をしておりますけれども、今回の１２月補正歳

出予算に合わせた格好で、それぞれ所要の歳入予算を組まさせていただいているというところで

ございます。 

 それから中ほど、県支出金、県補助金です。ここにつきましても歳出予算に合わせて歳入予算

を組まさせていただいておりますが、５農林水産業費県補助金、農村地域防災減災事業費交付金

２,９２０万円の減額があろうかと思います。これ、主には農地費の関連で所管としては建設水
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道課ということになりますけれども、国への補助要望の結果、幾つかの事業につきましては財源

調整をせざるを得なくなったというところがあります。その事業については、後ほど出てまいり

ます合併特例事業債のほうに組み替えさせているという、こういうふうにお読み取りをいただけ

ればと思います。 

 それから、９ページ一番下です。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金でございます。こ

れについては、今回の補正予算、財源調整の部分というところでをお読み取りをください。 

 次の１０ページに移ります。３ふるさと創生基金繰入金、それから５地域福祉基金繰入金、

８まちづくり基金繰入金、それぞれ今回の補正予算の歳出に合わせて調整をさせていただいたも

のです。主だったところなんですが、ふるさと創生基金繰入金につきましては定住推進費で説明

いたしました民間賃貸住宅等整備補助金というところ、それから地域福祉基金繰入金、これは同

額ということになりますので、１億円ですが、地域医療対策費で説明いたしました公営企業会計

への出資金、それからまちづくり基金繰入金でございます。これについては６０万円ですが、生

活安全対策費で説明いたしました萩・石見空港利用促進事業の補助金の部分というところでお読

み取りをいただければと思います。 

 それから、その下の諸収入、雑入、９農林水産業費雑入であります。地域食材供給施設電気料

５２万円、これについては歳出のところで電気料については役場が支払いを行い、指定管理者か

ら電気料をいただくという方式にしているというふうにお話をしました。その部分というところ

でお読み取りください。 

 最後に町債、町債、３合併特例事業債であります。河川及び水路というところで３,２１０万

円の予算計上がしてございます。今回の補正予算に関して財源調整をした部分、それから補助金

額の確定による部分、そうしたものが含まれております。内容的には樋口地区の用水路改良工事、

田丸地区の排水路改良事業、それから注連川地区における用水路改良工事それから勝繁ヶ池の排

水路改修工事、そうしたものがここに含まれてくるというところでお読み取りをいただければと

いうふうに思います。 

 以上で、議案第９８号令和５年度吉賀町一般会計補正予算（第６号）について説明を終わりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長、野村総務課長よりの説明が終わったところですが、ここで

１０分間休憩します。 

午後３時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時46分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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 一般会計補正予算（第６号）についての提案者の提案理由の説明は終わっておりますので、こ

れより質疑を許します。質疑はありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  先ほど説明のありました収入のことなんですが、地方交付税。課

長、当初３２億円と言われて、今この定例会までに３６億１,３９９万１,０００円ですか。それ

で、今回３７億１,３９１万５,０００円。よく分からないんですが、まだ交付金、余裕があるん

ですか、どうですか。ちょっと、数字もオーバーしているようで、その辺の説明をお願いしたい

んですが。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  普通交付税の説明のことであります。当初予算の段階で申し上げま

すと、その算定額に対しまして一定の留保をかけた上で予算計上させていただいてきております。

ここに至るまでに、いわゆる当初ベースでの普通交付税の決定額というのも示されてくるという

ような流れになってまいります。で、先ほど私が申し上げたのが、今回５,１５０万２,０００円

の普通交付税の予算計上でございますが、これはもう留保分を含めて予算計上をさせていただい

た。そして、現時点で普通交付税として今算定しておる額として３２億７,７３１万２,０００円

になりましたというふうに御説明申し上げました。 

 で、今後の話だろうと思いますけども、いわゆる再算定という段階も今後ありまして、そこで

幾らかの上積みが、例年の話なんですけど想定されますので、先ほど申し上げました３２億何が

しかのこの金額が、もう今年度はこれで最終決定ではありません。今見込んでおりますのは、幾

らかの上積み分は計算できるだろうというふうな想定を今持っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  年４回算定されて、１１月にいただいて、これで少しずつ国から

上乗せが出てきたのかなと思いまして、そこをちょっとお聞きしたわけなんです。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３７、議案第９８号令和５年度吉賀町

一般会計補正予算（第６号）の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会としま

す。御苦労でございました。 

午後３時52分散会 

────────────────────────────── 


